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『
古
事
記
』
注
釈

�

「
古
事
記
学
」
研
究
会　

編

　

凡
例

一
、
本
注
釈
は
、
校
訂
本
文
・
訓
読
文
・
注
釈
・
補
注
解
説
よ
り
な
る
。

一
、
校
訂
本
文
は
、
真
福
寺
本
を
底
本
と
し
、
諸
本
と
の
校
合
を
行
っ
た
。
諸
本
と
の
異
同
が
あ
る
場
合
で
も
、
底
本
の
ま
ま
で
理
解
出

来
る
場
合
に
は
、
底
本
を
尊
重
し
、
特
に
諸
本
の
異
同
は
記
さ
な
い
。
但
し
、
解
釈
の
相
違
等
に
関
わ
る
場
合
に
は
、
※
を
付
し
て
諸

本
の
異
同
を
記
し
た
。

一
、
訓
読
文
は
、
諸
注
釈
の
訓
読
を
参
考
と
し
つ
つ
、
校
訂
本
文
に
従
っ
て
作
成
し
た
。
訓
読
の
相
違
に
よ
っ
て
解
釈
が
大
き
く
分
か
れ

る
よ
う
な
場
合
に
は
、
語
釈
に
お
い
て
説
明
を
行
っ
た
。

一
、
現
代
語
訳
は
、
訓
読
文
を
も
と
に
し
て
作
成
し
た
。
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
訳
さ
ず
に
本
文
の
言
葉
を
そ
の

ま
ま
用
い
た
場
合
と
、
本
注
釈
が
考
察
し
た
意
味
を
当
て
は
め
て
訳
し
た
場
合
と
が
あ
る
。

一
、
語
釈
に
つ
い
て
は
、
逐
一
語
句
の
説
明
を
細
か
く
行
う
と
い
う
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
訓
読
や
解
釈
に
ゆ
れ
が
あ
り
、
定
説
が
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
、
簡
略
に
で
は
あ
る
が
出
来
る
だ
け
諸
説
を
あ
げ
る
よ
う
に
努
め
た
。
ま
た
、
注
釈
の
中
で
引
用
す
る
テ
キ
ス
ト
に

つ
い
て
は
基
本
的
に
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
を
用
い
、
そ
れ
以
外
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
る
場
合
は
出
来
る
限
り
そ
の
都
度

出
典
を
明
示
す
る
こ
と
と
す
る
。

一
、
補
注
解
説
で
は
、
比
較
神
話
学
・
考
古
学
・
歴
史
学
・
神
道
学
・
国
学
等
様
々
な
専
門
分
野
の
立
場
か
ら
解
説
を
加
え
る
こ
と
を
企
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図
し
て
い
る
。
加
え
て
、
注
釈
の
項
に
記
し
た
以
上
に
文
脈
理
解
や
研
究
史
の
把
握
等
に
お
い
て
分
量
を
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て

も
、
補
注
解
説
に
加
え
た
。

一
、
参
照
し
た
諸
本
・
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
類
の
情
報
に
つ
い
て
は
、『
古
事
記
學
』
１
号
～
７
号
に
掲
載
の
「
古
事
記
注
釈
」
の
凡
例

を
参
照
願
い
た
い
。

※
注
釈
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大
学
院
の
演
習
授
業
（
指
導
教
員
、
谷
口
雅
博
）
に
お
け
る
調
査
・
発
表
・
議
論
の
内
容
を
参
照
し
て
い

る
。
令
和
三
年
度
の
授
業
参
加
者
は
以
下
の
通
り
。
梅
山
奈
都
海
・
菅
健
一
郎
・
村
井
優
里
（
博
士
前
期
課
程
）、
小
野
寺
紗
英
・
鈴

木
貴
大
・
藤
嶋
健
太
（
博
士
後
期
課
程
）、
鶉
橋
辰
成
（
本
学
兼
任
講
師
、
Ｐ
Ｄ
研
究
員
等
）、
小
野
諒
巳
（
本
学
兼
任
講
師
、
客
員
研

究
員
等
）、
葛
西
太
一
（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ
）。

※
今
回
、
校
訂
本
文
・
校
異
・
訓
読
文
の
作
成
は
小
野
諒
巳
が
、
語
釈
は
谷
口
雅
博
が
担
当
し
た
。
補
注
解
説
に
つ
い
て
は
、
各
項
目
末

に
執
筆
担
当
者
名
を
記
し
た
。

※
本
注
釈
は
研
究
開
発
推
進
機
構
研
究
開
発
推
進
セ
ン
タ
ー
の
「
神
道
と
日
本
文
化
の
創
造
的
「
古
典
学
」
―
令
和
の
新
し
き
国
学
研
究

―
基
盤
整
備
事
業
」
の
成
果
で
あ
る
。

�

以
上
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『
古
事
記
』
注
釈

　
（
三
十
四
）　

少
名
毗
古
那
神
と
の
国
作
り

【
校
訂
本
文
】
底
本
＝
真
福
寺
本
（
413
行
～
426
行
）

故
大
國
主
神
坐
出
雲
之
御
大
之
御
前
時
自
波
穂
乗
天
之
羅
摩
舩
而
内
剥 

鵝※ 

皮
剥
為
衣
服
有
歸
来
神
尒
雖
問
其
名
不
答
且
雖
問
所
従
之
諸

神
皆 

白① 

不
知
尒
多
迩 

具② 
久③ 
白
言 

自
多
下
四

字
以
音 

此
者
久
延
毗
古
必
知
之
即
召
久
延
毗
古
問
時
答
白
此
者
神
産
巣
日
神
之
御
子
少
名
毗
古
那
神 

自
毗
下
三

字
以
音 

故
尒
白
上
於
神
産
巣
日
御
祖
命
者
答
告
此
者
實
我
子
也
於
子
之
中
自
我
手
俣
久
岐
斯
子
也 

自
久
下
三

字
以
音 

故 

與④ 

汝
葦
原
色
許
男
命
為
兄
弟

而
作
堅
其
國
故
自
尒
大
穴
牟
遅
与
少 
名⑤ 
毗
古
那
二
柱
神
相
並
作
堅
此
國
然
後
者
其
少
名
毗
古
那
神
者
度
于
常
世
國
也
故
顕
白
其
少
名
毗

古
那
神
所
謂
久
延
毗
古
者
於
今
者
山
田
之
曽
冨
騰
者
也
此
神
者
足
雖
不
行
盡
知
天
下
之
事
神
也
於
是
大
國
主
神
愁
而
告
吾 

獨⑥ 

何
能
得
作

此
國
孰
神 

與⑦ 

吾
能
相
作
此
國
耶
是
時
有 

光⑧ 
海
依
来
之
神
其
神 

言⑨ 

能
治
我
前
者
吾
能
共 

與⑩ 

相
作
成
若
不
然
者
國 

難⑪ 

成
尒
大
國
主
神

曰
然
者
治
奉
之
状
奈
何
答
言
吾
者
伊
都
岐
奉
于
倭
之
青
垣
東
山
上
此
者
坐
御
諸
山
上
神
也

【
校
異
】

①
底
本
「
自
」。
兼
永
本
以
下
卜
部
系
諸
本
に
従
っ
て
、「
白
」
に
改
め
る
。

②
底
本
「
且
」。�

諸
本
皆
「
且
」
で
、
卜
部
系
諸
本
は
「
カ
」
と
訓
む
。
寛
永
版
本
は
「
旦
」
の
字
に
見
え
る
が
、
訓
は
や
は
り
「
カ
」

と
す
る
。
鼇
頭
古
事
記
（
度
会
延
佳
）
の
訓
は
「
ソ
」。
古
事
記
伝
は
こ
の
字
を
假
名
に
用
い
た
例
が
な
い
こ
と
、
万
葉

集
に
「
多
爾
具
久
」
と
あ
る
例
を
挙
げ
て
、字
は
「
且
」
の
ま
ま
で
「
グ
」
と
訓
む
。
校
訂
古
事
記
（
田
中
頼
庸
）
は
「
具
」
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に
改
め
る
。
現
代
諸
注
「
具
」
と
す
る
の
に
従
う
。

③
底
本
「
又
」。
諸
本
皆
「
久
」
と
あ
る
の
に
従
う
。

④
底
本
「
興
」。
伊
勢
系
・
卜
部
系
と
も
に
「
與
（
与
）」
と
あ
る
の
に
従
う
。

⑤
底
本
・
道
祥
本
・
春
瑜
本
ナ
シ
。
兼
永
本
以
下
卜
部
系
諸
本
に
従
っ
て
「
名
」
を
補
う
。

⑥
底
本
「

」（「
猶
」
の
異
体
字
）。
伊
勢
系
・
卜
部
系
と
も
に
「
獨
」
と
あ
る
の
に
従
う
。

⑦
底
本
「
興
」。
④
に
同
じ
。

⑧
底
本
「
登
」
右
傍
書
に
「
光
歟
」
と
あ
り
。
諸
本
も
皆
「
光
」
と
あ
る
の
に
よ
り
、
改
め
る
。

⑨
底
本
「
定
」
右
傍
書
に
「
言
歟
」
と
あ
り
。
諸
本
も
皆
「
言
」
と
あ
る
の
に
よ
り
、
改
め
る
。

⑩
底
本
「
興
」。
④
に
同
じ
。

⑪
底
本
・
道
祥
本
・
春
瑜
本
「
雖
」。
兼
永
本
以
下
卜
部
系
諸
本
に
従
っ
て
「
難
」
に
改
め
る
。

※�

「
鵝
」
は
、
真
福
寺
本
以
下
諸
本
皆
「
鵝
」
だ
が
、「
鵝
」
で
は
解
釈
の
上
で
問
題
が
あ
る
と
し
て
、
古
事
記
伝
は
「
蛾
」
の
誤
り
で
は

な
い
か
と
し
、
校
訂
古
事
記
（
田
中
頼
庸
）
は
「
鷦
鷯
」
に
改
め
て
い
る
。
底
本
及
び
諸
本
を
尊
重
し
て
「
鵝
」
の
ま
ま
と
す
る
。
な

お
、【
語
釈
】【
補
注
一
】
参
照
の
こ
と
。

【
訓
読
文
】

　

故か
れ

、
大お

ほ
く
に
ぬ
し
の

国
主
神か

み

、
出い

づ
も雲

の
御み

ほ大
の
御み

さ
き前

に
坐い

ま

し
し
時
に
、
波
の
穂
よ
り
天あ

め
の
か
が
み
の
ふ
ね

之
羅
摩
舩
に
乗
り
て
、
鵝が

の
皮
を
内う

つ
は剥

に
剥
ぎ
て
衣こ

ろ
も服

と

し
て
帰よ

り
来く

る
神か

み

有
り
き
。
尒
し
て
其
の
名
を
問
へ
ど
も
答
へ
ず
。
ま
た
従
へ
る
諸

も
ろ
も
ろ

の
神
に
問
へ
ど
も
皆
「
知
ら
ず
」
と
白ま

を

し
き
。
尒
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し
て
多た

に迩
具ぐ

久く 

［
多
よ
り
下
四
字
は
音
を
以
ゐ
る
］ 

白ま

を言
し
し
く
、「
此こ

は
久く

延え

毗び

古こ

必か
な
ら

ず
知し

り
て
あ
ら
む
」
と
ま
を
し
き
。
即す

な
は

ち
久
延
毗

古
を
召
し
て
問
ひ
し
時
に
、
答
へ
白ま

を

し
し
く
、「
此
は
神か

む

産む

巣す

日ひ
の

神か
み

の
御み

子こ

、
少す

く
な
び
こ
な
の
か
み

名
毗
古
那
神 

［
毗
よ
り
下
三
字
は
音
を
以
ゐ
よ
］ 

ぞ
」
と
ま

を
し
き
。
故
、
尒
し
て
神か

む
む
す
ひ
み
お
や
の
み
こ
と

産
巣
日
御
祖
命
に
白ま

を

し
上あ

げ
し
か
ば
、
答
へ
て
告の

ら
し
し
く
、「
此こ

は
実ま

こ
と

に
我あ

が
子こ

ぞ
。
子
の
中
に
我あ

が
手た

な

俣ま
た

よ
り
久く

岐き

斯し 
［
久
よ
り
下
三
字
は
音
を
以
ゐ
る
］ 

子
ぞ
。
故
、
汝い

ま
し

葦あ
し

原は
ら

色し

許こ

男を
の

命み
こ
と

と
兄あ

に
お
と弟

と
な
り
て
其
の
国
を
作
り
堅
め
む
」
と
の
ら
し
き
。

故
、
尒そ

れ

よ
り
大お

ほ
あ
な
む
ぢ

穴
牟
遅
と
少
名
毗
古
那
と
二ふ

た
は
し
ら柱

の
神か

み

相あ
ひ
な
ら並

び
て
此
の
国
を
作
り
堅
め
き
。
然し

か

し
て
後の

ち

は
其
の
少
名
毗
古
那
神
は
常と

こ
よ
の世

国く
に

に
度わ

た

り
き
。
故
其
の
少
名
毗
古
那
神
を
顕あ

ら
は

し
白ま

を

し
し
所い

は
ゆ
る謂

久
延
毗
古
は
、
今
に
は
山
田
の
曽そ

ほ

ど
富
騰
と
い
ふ
ぞ
。
此
の
神
は
足
は
行
か
ね

ど
も
、
盡

こ
と
ご
と

く
天あ

め
の
し
た下

の
事
を
知
れ
る
神
な
り
。

　

是こ
こ

に
大
国
主
神
愁う

れ

へ
て
告の

ら
し
し
く
「
吾あ

れ

独ひ
と

り
し
て
何い

か

に
か
能よ

く
此
の
国
を
作
る
こ
と
得
む
。
孰い

づ

れ
の
神
か
吾あ

れ

と
能
く
此
の
国
を
相
作

ら
む
か
」
と
の
ら
し
き
。
是
の
時
に
海
を
光て

ら

し
て
依よ

り
来く

る
神
有
り
き
。
其
の
神
の
言
ひ
し
く
、「
能
く
我あ

が
前ま

へ

を
治を

さ

め
ば
吾あ

れ

能よ

く
共と

與も

に
相
作
り
成
さ
む
。
若も

し
然し

か

あ
ら
ず
は
国
成
り
難
け
む
」
と
い
ひ
き
。
尒
し
て
大
国
主
神
曰
ひ
し
く
「
然
ら
ば
治
め
奉
る
状か

た
ち

は
奈い

か何
に
」

と
い
ひ
き
。
答
へ
て
言
ひ
し
く
、「
吾あ

は
倭や

ま
と

の
青あ

を
か
き垣

の
東

ひ
む
か
し

の
山や

ま

の
上う

へ

に
伊い

つ都
岐き

奉ま
つ

れ
」
と
い
ひ
き
。
此こ

は
御み

も
ろ
の
や
ま

諸
山
の
上う

へ

に
坐い

ま

す
神
ぞ
。

【
現
代
語
訳
】

　

さ
て
、
大
国
主
神
が
出
雲
の
御
大
の
御
前
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
に
、
波
頭
か
ら
天
の
が
が
い
も
の
船
に
乗
っ
て
、
鵝
の
皮
を
す
っ
か

り
剝
い
だ
も
の
を
衣
服
と
し
て
着
て
や
っ
て
来
る
神
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
の
名
を
尋
ね
る
け
れ
ど
も
答
え
な
い
。
ま
た
（
大
国
主
神

に
）
従
っ
て
い
る
諸
々
の
神
に
尋
ね
た
け
れ
ど
も
、
皆
は
「
知
ら
な
い
」
と
申
し
上
げ
た
。
す
る
と
、
タ
ニ
グ
ク
が
申
し
上
げ
て
言
う
こ

と
に
は
、「
こ
れ
は
ク
エ
ビ
コ
が
必
ず
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
こ
で
ク
エ
ビ
コ
を
呼
ん
で
尋
ね
た
時
に
答
え
申
し

上
げ
て
言
う
こ
と
に
は
、「
こ
れ
は
、
神
産
巣
日
神
の
御
子
の
少
名
毗
古
那
神
だ
」
と
申
し
上
げ
た
。
そ
れ
で
、（
天
に
居
る
）
神
産
巣
日
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御
祖
命
の
も
と
に
参
上
し
て
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
、
答
え
て
仰
る
こ
と
に
は
、「
こ
れ
は
本
当
に
私
の
子
だ
。
子
の
中
で
、
私
の
手
の
指

の
間
か
ら
漏
れ
落
ち
た
子
だ
よ
。
あ
な
た
、
葦
原
色
許
男
命
と
（
少
名
毗
古
那
神
と
が
）
兄
弟
と
な
っ
て
、
そ
の
国
を
作
り
堅
め
る
こ
と

で
あ
ろ
う
」
と
仰
っ
た
。
そ
れ
で
、
そ
れ
か
ら
大
穴
牟
遅
と
少
名
毗
古
那
と
二
柱
の
神
が
共
に
協
力
し
て
こ
の
国
を
作
り
固
め
た
。
そ
う

し
て
後
に
は
、そ
の
少
名
毗
古
那
神
は
常
世
国
に
渡
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
少
名
毗
古
那
神
の
名
を
顕
し
申
し
上
げ
た
所
謂
ク
エ
ビ
コ
は
、

今
は
山
田
の
ソ
ホ
ド
と
い
っ
て
い
る
も
の
だ
。
こ
の
神
は
、
歩
く
こ
と
は
出
来
な
い
け
れ
ど
も
、
地
上
世
界
の
こ
と
は
す
べ
て
知
っ
て
い

る
神
で
あ
る
ぞ
。

　

そ
こ
で
、
大
国
主
神
が
嘆
き
愁
え
て
仰
る
こ
と
に
は
、「
私
は
独
り
で
ど
う
し
て
こ
の
国
を
作
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。
ど
の
神
が
私

と
こ
の
国
を
一
緒
に
作
る
こ
と
が
出
来
よ
う
か
」
と
仰
っ
た
。
こ
の
時
に
、
海
を
照
ら
し
て
や
っ
て
来
る
神
が
あ
っ
た
。
そ
の
神
が
言
っ

た
こ
と
に
は
、「
私
を
治
め
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
ば
、
私
は
協
力
し
て
一
緒
に
国
を
作
り
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
も
し

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
国
作
り
を
完
成
さ
せ
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
」
と
言
っ
た
。
そ
れ
で
、
大
国
主
神
が
仰
っ
た
こ
と
に
は
、「
そ
う
で

あ
れ
ば
、
治
め
奉
る
有
様
は
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
」
と
仰
っ
た
。（
そ
の
神
が
）
答
え
て
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
私
を

倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
に
祭
り
仕
え
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
こ
の
神
は
御
諸
山
の
上
に
鎮
坐
す
る
神
で
あ
る
ぞ
。
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【
語
釈
】

○
出
雲
の
御
大
の
御
前

　

現
在
の
島
根
県
松
江
市
美
保
関
町
美
保
関
の
地
。『
日
本
書
紀
』

神
代
下
八
段
一
書
六
で
は
少
彦
名
命
が
現
れ
た
の
は
「
出
雲
国
の

五
十
狭
狭
の
小
汀
」
と
す
る
。
な
お
、『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較

に
つ
い
て
は
、【
補
注
三
】
を
参
照
の
こ
と
。

○
天
之
羅
摩
船

　
「
羅
摩
」
は
が
が
い
も
。
ガ
ガ
イ
モ
科
の
蔓
性
多
年
草
。
果
実

は
長
さ
10
㎝
余
り
の
楕
円
形
。
そ
こ
か
ら
船
と
関
連
付
け
ら
れ
る

か
。『
日
本
書
紀
』（
同
前
）
に
は
「
白
蘞
の
皮
を
以
ち
て
舟
に
為

り
」
と
あ
る
。「
白
蘞
」
は
、『
出
雲
国
風
土
記
』
秋
鹿
郡
な
ど
に

も
見
え
、『
本
草
和
名
』（
上
巻
・
日
本
古
典
全
集
本
に
よ
る
）『
和

名
抄
』（
元
和
三
年
古
活
字
本
巻
二
十
に
よ
る
）
に
よ
っ
て
ヤ
マ

カ
ガ
ミ
（
ブ
ド
ウ
科
の
蔓
性
多
年
草
）
と
さ
れ
る
の
で
、
記
紀
で

異
な
る
植
物
を
指
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。「
白
蘞
」
の
場
合

は
根
が
紡
錘
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
船
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
。
但
し
、「
白
蘞
」
は
中
国
原
産
で
、
享
保
年
間

に
渡
来
し
た
と
さ
れ
る
。
新
編
全
集
『
風
土
記
』
秋
鹿
郡
191
頁
頭

注
で
は
、「
風
土
記
当
時
は
他
の
自
生
植
物
を
そ
う
呼
ん
で
い
た

か
」
と
す
る
。

○
鵝
の
皮
を
内
剥
ぎ
に
剥
ぎ
て

　
『
日
本
書
紀
』（
同
前
）
に
は
「
鷦
鷯
の
羽
を
以
ち
て
衣
に
為
り
」

と
あ
り
、「
鷦
鷯
、
此
に
は
娑
娑
岐
と
云
ふ
」
と
す
る
。
校
異
に

記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
「
鵝
」
字
に
つ
い
て
は
、
少
名
毗
古
那
神

の
衣
服
と
す
る
に
は
鵝
の
皮
で
は
合
わ
な
い
と
し
て
、「
蛾
」
の

誤
り
と
み
て
ヒ
ム
シ
と
訓
む
説
、蛾
を
飛
ぶ
鳥
と
見
立
て
て
「
鵝
」

の
字
を
宛
て
た
も
の
と
し
て
、「
鵝
」の
ま
ま
ヒ
ム
シ
と
訓
む
説（
現

行
諸
テ
キ
ス
ト
・
注
釈
書
で
は
こ
の
説
が
多
く
採
用
さ
れ
て
い

る
）、『
日
本
書
紀
』
を
参
考
と
し
て
「
鷦
鷯
」
と
す
る
説
な
ど
が

あ
る
。「
蛾
」
を
飛
ぶ
鳥
と
見
る
説
は
仁
徳
記
の
「
三
色
の
奇
虫
」

条
に
成
虫
と
し
て
の
蛾
を
「
飛
ぶ
鳥
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
。
ま
た
「
ヒ
ム
シ
」
の
語
は
、
仁
徳
紀
二
十
二
年
正
月
条
の

49
番
歌
に
「
那
菟
務
始
能　

譬
務
始
能
虚
呂
望
」
の
例
が
あ
る
。

本
注
釈
で
は
諸
本
に
従
っ
て
本
文
は
「
鵝
」
の
ま
ま
と
し
た
。
訓

に
つ
い
て
は
、「
鵝
」で
ヒ
ム
シ
と
訓
む
明
確
な
根
拠
が
無
い
の
で
、

取
り
敢
え
ず
「
ガ
」
と
訓
ん
で
お
く
こ
と
と
し
た
。
な
お
「
鵝
」
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の
訓
義
に
つ
い
て
は
、【
補
注
一
】
参
照
。

○
多
迩
具
久

　
『
万
葉
集
』５
・
八
〇
〇
に「
多た

に

ぐ

く

の

尓
具
久
能　

佐さ

わ

た

る

き

は

み

和
多
流
伎
波
美
」、

同
６
・
九
七
一
に
「
山や

ま
び
こ
の

彦
乃　

将こ
た
へ
む
き
は
み

応
極　

谷た
に
ぐ
く
の

潜
乃　

狭さ
わ
た
る
き
は
み

渡
極
」、

祈
年
祭
祝
詞
に
「
谷た

に
ぐ
く
の

蟆
能　

狭さ
わ
た
る
き
は
み

度
極　

盬し
ほ
な
わ
の
と
ど
ま
る
か
ぎ
り

沫
能
留
限
」
と
見

え
る
。
タ
ニ
グ
ク
は
ひ
き
が
え
る
の
こ
と
。「
谷
・
潜
る
」
の
意

か
と
い
う
。
タ
ニ
グ
ク
ノ
サ
ワ
タ
ル
キ
ハ
ミ
は
地
上
の
果
て
、
至

る
と
こ
ろ
ま
で
を
表
す
慣
用
句
的
言
い
回
し
と
な
っ
て
い
る
。

○
久
延
毗
古

　

記
伝
に
「
よ
と
と
も
に
雨
露
に
う
た
れ
、
風
に
吹

キ
破
ら
れ
な

ど
し
て
、
身

ミ
體
の
壞ク

ヅ

れ
傷ソ

コ
ナ

は
れ
た
る
意
に
も
や
あ
ら
む
、

久ク

ヅ

レ
豆
禮
を
久ク

エ延
と
云
は
古
言
な
り
」
と
し
、『
万
葉
集
』
の

「
伊イ

ハ

ク

エ

ノ

波
久
叡
乃
」（
14
・
三
三
六
五
）
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

○
神
産
巣
日
神
・
神
産
巣
日
御
祖
命

　

神
産
巣
日
神
は
①
上
巻
冒
頭
で
高
天
原
に
三
番
目
に
成
る
神
・

別
天
神
五
柱
の
中
の
一
神
、
②
須
佐
之
男
命
に
よ
る
オ
オ
ゲ
ツ
ヒ

メ
殺
害
の
場
面
、
③
大
穴
牟
遅
神
が
八
十
神
に
殺
さ
れ
た
場
面
、

④
⑤
当
該
、
⑥
大
国
主
神
の
国
譲
り
に
お
け
る
火
欑
詞
に
そ
の
名

が
見
え
る
。
こ
の
う
ち
、①
④
は
「
神
産
巣
日
神
」、②
⑤
⑥
は
「
神

産
巣
日
御
祖
命
」、
③
は
「
神
産
巣
日
之
命
」
と
あ
っ
て
、
表
記

が
異
な
っ
て
い
る
。
②
⑤
⑥
に
「
御
祖
命
」
と
あ
る
の
は
、
出
雲

の
神
（
須
佐
之
男
命
・
大
国
主
神
）
に
と
っ
て
の
親
神
的
存
在
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
故
か
。
当
該
④
⑤
の
場
面
で
、④「
神

産
巣
日
神
」、
⑤
「
神
産
巣
日
御
祖
命
」
と
い
う
よ
う
に
使
い
分

け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
④
の
場
合
が
タ
ニ
グ
ク
の
台
詞
に
よ
る
こ

と
に
関
連
す
る
か
。
③
に
つ
い
て
は
、「
之
」
の
字
が
あ
る
こ
と

か
ら
、「
命
」
を
「
言
葉
」
の
意
に
と
っ
て
、「
神
産
巣
日
の
言
葉

を
請
う
て
」
と
理
解
し
得
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
「
神

産
巣
日
」
に
「
神
・
命
」
の
尊
称
が
付
か
な
い
例
と
な
っ
て
し
ま

う
の
で
、
疑
問
が
残
る
。

○
少
名
毗
古
名
神

　

仲
哀
記
39
番
歌
に
「
須
久
那
美
迦
微
」、
神
功
皇
后
摂
政
十
三

年
二
月
32
番
歌
に
「
周
玖
那
弥
伽
未
」
と
あ
り
、
神
酒
の
司
・
常

世
に
坐
す
神
と
歌
わ
れ
る
。
風
土
記
に
多
く
見
ら
れ
る
が
単
独
で

登
場
す
る
例
は
少
な
く
、
僅
か
に
「
伯
耆
国
風
土
記
逸
文
」
粟
島

条
に
「
少
日
子
命
」
が
見
え
る
く
ら
い
で
あ
る
。
他
は
オ
ホ
ナ
ム
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ヂ
と
共
に
登
場
す
る
。
表
記
は
「
須
久
奈
比
古
命
・
少
日
子
根
命
・

小
彦
命
・
少
彦
名
・
宿
奈
毗
古
那
命
」
な
ど
多
岐
に
亘
る
。『
播

磨
国
風
土
記
』
飾
磨
郡
筥
丘
の
「
大
汝
少
日
子
根
命
」
は
、
一
柱

の
神
名
の
よ
う
に
も
読
め
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
飯
石
郡
多
祢

郷
で
は
稲
種
を
落
と
す
、『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
稲
種
山
で

は
稲
種
を
積
む
、
先
述
の
伯
耆
国
粟
島
条
で
は
粟
を
蒔
く
な
ど
、

農
耕
に
関
す
る
記
述
が
見
ら
れ
、
ま
た
「
伊
豆
国
風
土
記
逸
文
」、

「
伊
予
国
風
土
記
逸
文
」
で
は
温
泉
を
開
い
た
神
と
し
て
描
か
れ

る
。『
万
葉
集
』
に
も
大
汝
と
と
も
に
歌
わ
れ
る
例
が
四
例
、「
大

汝　

少
彦
名
」
と
し
て
神
代
を
示
す
例
（
３
・
三
五
五
、
18
・

四
一
〇
六
）、
山
を
名
づ
け
た
神
と
す
る
例
（
６
・
九
六
三
）、「
大

汝　

少
御
神
」
と
し
て
妹
背
の
山
を
作
っ
た
神
と
す
る
例
（
７
・

一
二
四
七
）
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
を
見
る
限
り
、
ひ
ろ
く

国
を
作
っ
た
神
（
農
耕
・
温
泉
＝
医
療
・
山
作
り
）
と
し
て
信
仰
・

伝
承
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
少
名
毗
古
那
神
の
農
耕
神
的

な
要
素
、
温
泉
の
神
と
し
て
の
位
置
付
け
等
が
「
国
作
り
堅
め
」

る
内
容
に
関
わ
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、『
古

事
記
』
で
は
あ
く
ま
で
も
具
体
的
な
内
容
を
示
し
て
い
な
い
と
捉

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
な
お
名
義
に
つ
い
て
は
、「
少
ナ
シ
」
の

語
幹
「
ス
ク
ナ
」
に
男
子
の
美
称
「
ヒ
コ
」
と
親
称
の
「
ナ
」
が

付
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
ス
ク
ナ
ミ
カ
ミ
」の
例
か
ら
し
て
も
、

そ
の
中
心
は
「
ス
ク
ナ
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
小
童
の
神
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
古
事
記
伝
に
、「
須
久
那
志
と
は
、
後

ノ

世
に
は
た
ゞ
多
き
に
對
へ
て
、
物
の
數
に
の
み
云

ヘ
ど
も
、
古

ヘ

は
大
に
對
へ
て
、
小チ

ヒ
サ

き
こ
と
に
も
云
り
」
と
説
く
。『
播
磨
国
風

土
記
』
神
前
郡
堲
岡
里
条
は
大
汝
命
と
小
比
古
尼
命
の
我
慢
比
べ

の
話
だ
が
、
大
き
な
大
汝
命
が
屎
を
我
慢
し
て
遠
く
ま
で
行
く
の

と
、
小
さ
な
小
比
古
尼
命
が
堲
を
担
い
で
我
慢
し
て
遠
く
ま
で
行

く
姿
が
対
比
的
に
描
か
れ
笑
い
を
誘
う
よ
う
な
話
と
な
っ
て
い

る
。

○
白
し
上
げ

　

古
事
記
伝
に
、「
上ア

ゲ

は
、
少
名
毘
古
那

ノ
神
を
、
高
天

ノ
原
に
率ヰ

て
詣マ

ウ

で
て
、
御
祖

ノ
命
の
御ミ

モ
ト許

に
獻
る
を
云
、【
下
文
御
祖

ノ
命
の

詔
に
、
此コ

ハ者
實

マ
コ
ト
ニ

云
々
と
詔
ふ
は
、
ま
の
あ
た
り
に
見
給

ヒ
て
の

御
言
な
れ
ば
な
り
、】
上
の
遠
呂
智

ノ
段
に
、
彼

ノ
都ツ

ム
ガ
リ
ノ
タ
チ

牟
刈
之
大
刀

を
、
白マ

ヲ
シ

二
上ア

ゲ

於
天
照
大
御
神

ニ
一
也
と
あ
る
に
同
じ
、
彼

レ
も
上ア

グ

は
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卽
其

ノ
大
刀
を
獻
る
を
云
り
、【
俗
に
た
ゞ
白マ

ヲ

す
こ
と
を
、
ま
う

し
あ
ぐ
と
云
と
は
異
な
り
、
上ア

グ

の
言
輕
く
見
べ
か
ら
ず
、】」
と
い

う
。『
古
事
記
』
中
の
「
上
」
は
基
本
的
に
す
べ
て
実
質
的
意
味

を
持
つ
場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
も
補
助
動
詞
的
用

法
と
し
て
「
申
し
上
げ
る
」
の
意
に
取
る
の
で
は
無
く
、「
申
し

て
（
少
名
毗
古
那
神
を
高
天
原
に
）
上
げ
る
」
意
で
取
る
べ
き
と

思
わ
れ
る
。
神
産
巣
日
御
祖
命
の
言
葉
に
「
其
の
国
を
作
り
堅
め

む
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
、
少
な
く
と
も
神
産
巣
日
御
祖
命
が
葦

原
中
国
側
に
居
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
西
郷
注

釈
は
「
何
も
高
天
の
原
に
連
れ
て
い
っ
た
と
ま
で
し
な
く
て
よ
か

ろ
う
」
と
い
う
が
、
神
産
巣
日
御
祖
命
の
居
る
と
こ
ろ
と
し
て
は

高
天
原
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
日
本
書
紀
』の
場
合
は
、「
使

を
遣
し
、
天
神
に
白
し
た
ま
ふ
」
と
あ
る
。

○
汝
葦
原
色
許
男
命

　

こ
の
段
は
大
国
主
神
の
名
で
始
ま
っ
て
い
る
が
、
こ
の
神
産
巣

日
御
祖
命
の
発
話
で
は
「
葦
原
色
許
男
命
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
高
天
原
か
ら
、
葦
原
中
国
を
領
有
す
る
神
と
し
て
呼
ん
だ

が
故
で
あ
る
と
い
う
見
方
が
半
ば
通
説
化
し
て
い
る
。
須
佐
之
男

が
根
の
堅
州
国
と
い
う
異
界
か
ら
こ
の
神
の
名
を
呼
ぶ
場
合
に

「
葦
原
色
許
男
」
と
言
っ
た
の
も
同
様
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、

須
佐
之
男
命
の
場
合
は
初
め
て
こ
の
神
を
見
た
時
点
で
発
し
た
呼

び
名
が
こ
れ
で
あ
り
、
後
に
根
の
堅
州
国
か
ら
逃
げ
る
大
穴
牟
遅

神
に
対
し
て
は
「
大
国
主
神
」「
宇
都
志
国
主
神
」
の
名
を
与
え

る
と
い
う
展
開
か
ら
す
る
な
ら
ば
、「
葦
原
色
許
男
」
と
い
う
名

称
は
相
手
を
一
段
低
く
見
た
際
の
呼
び
名
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
後
の
葦
原
中
国
平
定
神
話
も
含
め
て
、
天
神
側
が
こ
の
神
を

「
大
国
主
神
」
と
呼
ぶ
例
が
見
ら
れ
な
い
点
も
合
わ
せ
て
考
え
る

と
、
高
天
原
の
神
産
巣
日
御
祖
命
に
と
っ
て
は
、
葦
原
中
国
の
勇

猛
な
（
若
し
く
は
醜
い
）
男
と
い
う
以
上
の
意
味
を
持
た
な
い
こ

の
神
名
が
、
こ
の
神
に
対
す
る
認
識
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
か
。

○
其
の
国
を
作
り
堅
め
む

　

こ
の
言
葉
が
、
高
天
原
の
天
神
か
ら
の
司
令
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
大
国
主
神
の
国
作
り
を
高
天
原
側
か
ら
の
承
認
を
得
た
も

の
と
し
て
捉
え
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
作
り
を
継
承
す
る

も
の
と
し
て
捉
え
る
向
き
が
あ
る
が
、
後
の
葦
原
中
国
平
定
神
話



127 『古事記』注釈

と
の
関
わ
り
か
ら
す
れ
ば
、
大
国
主
神
の
国
作
り
が
高
天
原
側
か

ら
の
承
認
を
得
て
い
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。
高
天
原
の
司
令

神
は
天
照
大
御
神
若
し
く
は
高
御
産
巣
日
神
で
あ
り
、
そ
の
司
令

は
「
命
以
・
詔
」「
言
依
」
の
形
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
神

産
巣
日
神
に
よ
る
「
告
」
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
る
当
該
の
言
葉
と

は
レ
ベ
ル
が
異
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。「
作
堅
」

の
内
容
に
つ
い
て
の
具
体
的
説
明
は
な
さ
れ
な
い
た
め
、
こ
こ
で

何
が
行
わ
れ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。『
日
本
書
紀
』
の
「
天
下

を
経
営
り
、
復
顕
見
蒼
生
と
畜
産
と
の
為
は
、
其
の
病
を
療
む
る

方
を
定
め
、
又
鳥
獣
・
昆
虫
の
災
異
を
攘
は
む
が
為
は
、
其
の
禁

厭
の
法
を
定
め
き
」
と
い
う
記
述
や
、
各
国
風
土
記
に
見
ら
れ
る

神
話
を
踏
ま
え
て
、
農
耕
・
医
療
・
温
泉
な
ど
に
関
わ
る
国
作
り

が
行
わ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
が
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
は

具
体
性
を
持
た
せ
な
い
と
い
う
こ
と
以
上
に
言
う
こ
と
は
出
来
な

い
。
な
お
、
こ
の
「
作
堅
」
に
つ
い
て
、
新
編
全
集
95
頁
頭
注
に
、

「
こ
の
「
作
り
堅
め
む
」
は
、
前
に
「
是
の
た
だ
よ
へ
る
国
を
修

理
ひ
固
め
成
せ
」
と
あ
っ
た
の
と
照
応
す
る
」
と
指
摘
す
る
。
表

現
上
の
照
応
は
指
摘
の
通
り
で
あ
ろ
う
し
、
大
国
主
神
の
国
作
り

が
結
果
的
に
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
修
理
固
成
を
引
き
継
ぐ
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
先
述
の
通
り
神
産
巣
日
御
祖
命
の
発
語

を
も
っ
て
高
天
原
か
ら
の
司
令
で
あ
る
と
読
み
取
れ
な
い
点
は
変

わ
ら
な
い
。
新
編
全
集
は
先
の
注
に
続
け
て
、「
従
来
「
作
り
堅

め
よ
」
と
読
ん
で
、葦
原
色
許
男
に
対
す
る
命
令
と
解
し
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
こ
は
葦
原
色
許
男
に
対
す
る
呼
び
か
け
で
あ
り
、
少

名
毗
古
那
が
一
緒
に
国
作
り
を
す
る
だ
ろ
う
の
意
と
し
て
、「
作

り
堅
め
む
」
と
読
む
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
神
産
巣
日
御
祖
命
の

発
言
の
位
置
付
け
と
し
て
同
意
し
得
る
の
で
、
訓
読
文
で
は
こ
の

訓
に
従
っ
た
。
な
お
、
大
国
主
神
の
国
作
り
に
つ
い
て
は
、【
補

注
二
】
も
参
照
願
い
た
い
。

○
大
穴
牟
遅
と
少
名
毗
古
那
と
二
柱
の
神

　

先
述
の
通
り
、
こ
の
段
で
は
基
本
的
に
大
国
主
神
の
名
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
稲
羽
の
素
兎
神
話
か
ら
根
の
堅
州
国
訪
問
神
話
を

経
て
大
穴
牟
遅
神
か
ら
大
国
主
神
へ
と
成
長
を
遂
げ
る
こ
と
で
初

め
て
国
作
り
の
神
と
し
て
の
資
質
を
得
た
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ

の
段
で
大
国
主
神
の
名
が
用
い
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
え

る
。
だ
が
、
先
の
よ
う
に
そ
の
名
を
呼
ぶ
立
場
や
場
所
に
よ
っ
て
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は
他
の
名
称
が
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。『
古
事
記
』
で
は
相

互
の
関
係
性
に
よ
っ
て
呼
称
が
使
い
分
け
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
に

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
地
の
文
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
こ

で
の
大
穴
牟
遅
に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
意
図
が
明
ら
か
で
は
な

い
。
考
え
ら
れ
る
の
は
、
少
名
毗
古
那
と
並
称
さ
れ
る
場
合
は
、

そ
の
強
固
な
結
び
付
き
に
よ
っ
て
、
大
穴
牟
遅
の
名
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
了
解
事
項
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
少
名
毗
古
那
が
こ
の
神
と
共
に
登
場

す
る
話
に
お
い
て
、
他
の
名
が
使
わ
れ
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

○
常
世
国

　
『
古
事
記
』
の
中
で
見
る
と
、天
の
石
戸
段
「
常
世
の
長
鳴
鳥
」、

天
孫
降
臨
段
「
常
世
思
金
神
」、
仲
哀
記
・
39
番
歌
「
久
志
能
加

美　

登
許
余
邇
伊
麻
須　

伊
波
多
々
須　

々
久
那
美
迦
微
能
」、

雄
略
記
・
95
番
歌
「
麻
比
須
流
袁
美
那　

登
許
余
爾
母
加
母
」、

鵜
葺
草
葺
不
合
命
段
「
御
毛
沼
命
は
、
浪
の
穂
を
跳
み
て
常
世
国

に
渡
り
坐
し
」、
垂
仁
記
・
多
遅
摩
毛
理
「
多
遅
摩
毛
理
を
以
て
、

常
世
国
に
遣
し
て
」「
常
世
国
の
と
き
じ
く
の
か
く
の
木
実
を
持

ち
て
」
と
い
っ
た
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
「
と
き
じ
く
の
か
く

の
木
実
」
は
、
今
の
橘
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
最
初
の
二
例
、
歌
の

中
の
「
登
許
余
」、
そ
の
他
の
「
常
世
国
」
を
皆
同
列
に
考
え
る

こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
は
問
題
が
残
る
。
歌
の
中
の「
登
許
余
」

は
ス
ク
ナ
ミ
カ
ミ
の
居
る
異
郷
で
、
ス
ク
ナ
ミ
カ
ミ
が
少
名
毗
古

那
神
と
同
じ
神
と
す
る
な
ら
ば
、歌
の
「
登
許
余
」
と
「
常
世
国
」

と
は
共
通
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、
天
の
石
戸
段
・
天
孫
降
臨
段
の

場
合
は
ど
ち
ら
も
高
天
原
の
存
在
に
対
し
て
「
常
世
」
が
冠
さ
れ

て
い
る
た
め
、
関
連
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
上
界
と
海
の
彼
方
の

世
界
と
が
一
続
き
の
異
界
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
か
、
本
来
一

つ
の
世
界
で
あ
っ
た
も
の
が
、
海
の
彼
方
の
異
界
と
天
上
界
と
に

分
か
れ
た
か
（
天
と
海
と
が
い
ず
れ
も
ア
マ
と
読
む
と
こ
ろ
か
ら

そ
の
共
通
性
を
指
摘
す
る
見
方
も
あ
る
）、
な
ど
と
い
っ
た
見
方

を
し
な
い
か
ぎ
り
、
高
天
原
の
神
や
鳥
に
「
常
世
」
が
冠
さ
れ
る

理
由
が
分
か
ら
な
い
。
仮
に
高
天
原
も
海
の
彼
方
の
「
常
世
国
」

も
い
ず
れ
も
永
遠
の
世
界
で
あ
る
ゆ
え
に
共
通
し
た
表
現
が
な
さ

れ
る
に
し
て
も
、「
長
鳴
鳥
」
と
「
思
金
神
」
の
み
に
そ
れ
が
冠

さ
れ
る
理
由
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』に
は『
古

事
記
』
と
同
じ
く
垂
仁
紀
に
、
田
道
間
守
の
行
っ
た
「
常
世
国
」
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の
話
が
記
さ
れ
る
。
垂
仁
天
皇
九
十
年
二
月
に
出
発
し
、
十
年
後

の
三
月
に
帰
還
し
た
こ
と
を
描
き
、「
神
仙
の
秘

か
く
れ
た
る
く
に

区
に
し
て
、�

俗
た
だ
ひ
と

の
臻い

た

ら
む
所
に
非
ず
」と
す
る
。
皇
極
紀
三
年
七
月
条
に
は
、

虫
を
「
常
世
神
」
と
し
て
信
仰
す
る
話
が
あ
り
、
そ
の
虫
が
常
に

「
橘
樹
に
生な

り
、
或
い
は
曼ほ

そ
き椒

に
生
る
」
と
あ
り
、
常
世
と
橘
と

の
関
連
が
見
ら
れ
る
。
雄
略
紀
（
二
十
二
年
七
月
）
や
「
丹
後
国

風
土
記
逸
文
」
で
浦
嶼
子
が
行
っ
た
神
仙
世
界
が
蓬
莱
山
・
蓬
山

な
ど
の
表
記
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
諸
テ
キ
ス
ト
で

は
ト
コ
ヨ
と
訓
ん
で
い
る
。
タ
ヂ
マ
モ
リ
が
行
っ
た
常
世
国
を
含

め
て
、
上
代
文
献
に
見
ら
れ
る
ト
コ
ヨ
は
、
中
国
の
神
仙
世
界
と

日
本
の
ト
コ
ヨ
信
仰
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
世
界
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

○
山
田
の
曽
富
騰

　

山
田
の
案
山
子
の
意
。「
ソ
ホ
ド
」
の
語
義
は
未
詳
。
古
事
記

伝
に
、
或
人
の
説
と
し
て
、「
雨
露
に
所ぬ

れ沾
そ
ほ
ぢ
て
立

テ
る
由

な
り
と
云
り
」
と
し
、「
そ
ほ
ぢ
人ビ

ト

て
ふ
意
に
や
、【
遅ヂ

ビ

ト
毘
登
を
約

れ
ば
、
騰ド

と
な
る
な
り
、】」
と
言
う
が
、「
遅
毘
登
」
の
約
言
説
は

筑
摩
全
集
十
巻
の
補
注
（
大
野
晋
）
で
否
定
さ
れ
て
い
る
。
倉
野

全
註
釈
は
古
事
記
伝
を
引
用
し
た
後
で
、「
ソ
ホ
」
は
「
雨
ソ
ホ

降
る
」・「
泣
き
ソ
ホ
チ
行
く
」
な
ど
の
ソ
ホ
と
同
根
で
、「
ソ
ホ
ビ
ト
」

が
「
ソ
ホ
ド
」
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
説
い
て
い
る
。
武
烈
即

位
前
紀
の
94
番
歌
に「
儺な

き

そ

ほ

ち

ゆ

く

も

岐
曾
裒
遅
喩
倶
謀　

柯か

げ

ひ

め

あ

は

れ

㝵
比
謎
阿
婆
例
」。

『
古
今
和
歌
集
』
に
「
あ
し
ひ
き
の
山
田
の
そ
ほ
づ
お
の
れ
さ
へ

我
を
欲
し
て
ふ
う
れ
は
し
き
こ
と
」（
巻
十
九
雑
体
一
〇
二
七
）

の
例
が
あ
る
。

○
海
を
光
し
て
依
り
来
る
神

　

後
文
に
よ
れ
ば
、
神
武
記
・
崇
神
記
に
登
場
す
る
大
物
主
神
を

指
す
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
名
は
記
さ
れ
な
い
。

な
ぜ
名
前
が
記
さ
れ
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
明
確
な
答
え
を
示
す

の
は
難
し
い
。
こ
の
場
面
で
は
明
確
な
そ
の
神
の
形
態
が
示
さ
れ

ず
、
抽
象
度
の
高
い
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
関
わ
る

の
か
も
知
れ
な
い
。
神
名
自
体
を
ま
だ
持
た
な
い
存
在
で
あ
る
と

も
言
え
る
。
神
武
記
で
は
丹
塗
矢
と
い
う
具
体
物
の
姿
を
持
ち
、

崇
神
記
で
は
祭
祀
記
事
の
際
に
は
具
体
的
な
姿
は
描
か
れ
な
い

が
、
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
の
出
自
に
関
す
る
神
婚
神
話
で
は
、「
壮
士
」

の
姿
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
関
わ
る
か
。『
古
事
記
』
の
展
開
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と
し
て
は
、
名
前
が
示
さ
れ
な
い
段
階
か
ら
、
大
物
主
神
の
名
で

示
さ
れ
る
段
階
を
経
て
、
祭
祀
さ
れ
る
こ
と
で
「
意
富
美
和
之
大

神
」
と
な
っ
て
鎮
ま
る
と
い
う
流
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
論

じ
た
こ
と
が
あ
る
（
谷
口
「『
古
事
記
』
神
話
の
中
の
災
害
―
災

い
を
も
た
ら
す
モ
ノ
―
」『
悠
久
』
二
〇
一
三
年
一
月
）。

○
能
く
我
が
前
を
治
め
ば
吾
能
く
共
與
に
相
作
り
成
さ
む
。
若
し

然
あ
ら
ず
は
国
成
り
難
け
む

　
「
海
を
光
し
て
」
依
り
つ
い
た
神
が
自
ら
を
治
め
れ
ば
（
＝
祭

れ
ば
）
一
緒
に
国
を
作
り
完
成
さ
せ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
国

作
り
は
完
了
し
な
い
と
い
う
。
倭
の
神
を
祭
る
こ
と
が
国
作
り
完

了
の
条
件
と
し
て
提
示
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
初
代
神
武
天
皇
以

降
、
倭
の
地
が
天
皇
統
治
の
中
心
地
と
な
る
こ
と
と
関
係
し
て
い

よ
う
。『
日
本
書
紀
』
の
場
合
は
大
国
主
神
と
大
物
主
神
と
を
同

一
神
化
し
て
い
る
の
で
（
神
代
上
八
段
一
書
六
）、
意
義
づ
け
が

異
な
っ
て
く
る
が
、『
古
事
記
』の
場
合
は
別
神
と
し
て
い
る
の
で
、

大
国
主
神
の
国
作
り
は
、
倭
の
神
の
存
在
無
く
し
て
は
成
り
立
た

な
い
と
い
う
読
み
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
倭
は
大
国

主
神
の
統
治
領
域
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
と
も
関
わ
る
。

な
お
、
こ
こ
で
こ
の
神
が
祭
ら
れ
て
、
国
作
り
が
完
了
し
た
と
考

え
る
の
か
、
ま
た
は
祭
ら
れ
な
か
っ
た
が
た
め
に
国
作
り
は
完
成

し
て
い
な
い
と
考
え
る
の
か
は
、
崇
神
記
の
解
釈
と
関
わ
っ
て
見

解
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

○
吾
は
倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
に
伊
都
岐
奉
れ

　
「
倭
」
の
「
青
垣
」
に
つ
い
て
は
、
景
行
記
30
番
歌
に
「
倭
は　

国
の
真
秀
ろ
ば　

た
た
な
づ
く　

青
垣　

山
籠
れ
る　

倭
し
麗

し
」、
景
行
紀
22
番
歌
に
「
倭
は　

国
の
ま
ほ
ら
ま　

畳
づ
く　

青
垣　

山
籠
れ
る　

倭
し
麗
し
」
と
歌
わ
れ
る
。『
万
葉
集
』
で

は
吉
野
讃
歌
の
国
見
・
国
讃
め
表
現
の
中
に
「
た
た
な
は
る　

青

垣
山
」（
１
・
三
八
）、「
た
た
な
づ
く　

青
垣
隠
り
」（
６
・

九
二
三
）の
よ
う
に
吉
野
を
讃
め
称
え
る
詞
章
の
中
に
見
ら
れ
る
。

12
・
三
一
八
七
に
も
「
た
た
な
づ
く　

青
垣
山
の　

隔
り
な
ば　

し
ば
し
ば
君
を　

言
問
は
じ
か
も
」
と
見
え
る
が
、
ど
の
地
の
ど

の
山
を
指
す
か
は
不
明
。
ま
た
、「
青
垣
」
は
出
雲
国
に
関
わ
る

記
事
の
中
に
も
見
え
る
。『
出
雲
国
風
土
記
』
大
原
郡
来
次
郷
の

所
造
天
下
大
神
の
詔
に
「
八
十
神
は
、
青
垣
山
の
裏
に
置
か
じ
」、

意
宇
郡
母
理
郷
の
所
造
天
下
大
神
の
詔
に
「
…
…
八
雲
立
つ
出
雲
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の
国
は
、
我
が
静
ま
り
坐
す
国
と
、
青
垣
山
廻
ら
し
賜
ひ
て
、
珍

玉
置
き
賜
ひ
て
守
ら
む
」、
そ
し
て
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
の
中

に
「
出
雲
の
國
の
靑
垣
山
の
内
に
云
々
」
と
あ
る
。
似
た
表
現
に

は
、『
日
本
書
紀
』
神
武
即
位
前
の
塩
土
老
翁
の
言
葉
の
中
に
「
東

に
美
地
有
り
。
青
山
四
周
れ
り
。
其
の
中
に
、
亦
天
磐
船
に
乗
り

て
飛
び
降
る
者
有
り
」
と
あ
り
、
ま
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
美
嚢

郡
志
深
里
淡
海
に
「
水
渟
む
国　

倭
は　

青
垣　

青
垣
の　

山
投

に
坐
し
し　

市
辺
の
天
皇
が　

御
足
末　

奴
津
ら
ま
」と
あ
っ
て
、

こ
の
二
つ
は
と
も
に
倭
の
「
青
山
」「
青
垣
」
の
例
と
な
る
。

　

以
上
の
用
例
を
見
る
限
り
、「
青
垣
」
は
出
雲
国
と
大
和
国
を

中
心
に
用
い
ら
れ
る
讃
美
表
現
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
佐
佐
木
隆

は
、
出
雲
の
用
例
が
「
神
に
守
ら
れ
た
国
」
で
あ
る
と
い
う
考
え

を
背
景
に
し
て
い
る
と
捉
え
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
天
皇
に
よ
る

国
土
支
配
を
称
え
る
表
現
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と
し
、
表
現
内

容
に
明
ら
か
な
違
い
が
あ
る
と
説
い
た
（「
青
垣
山
隠
れ
る
大
和
」

『
伝
承
の
言
語
―
上
代
の
説
話
か
ら
―
』
ひ
つ
じ
書
房
、

一
九
九
五
年
五
月
）。
ヤ
マ
ト
と
出
雲
と
、
ど
ち
ら
が
元
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
は
、
一
概
に
は
言
え
ま
い
が
、
ヤ
マ
ト
の
「
青
垣
」

は
出
雲
・
日
向
・
伊
勢
・
播
磨
と
い
っ
た
様
々
な
場
所
か
ら
思
い

描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、『
出
雲
国
風
土
記
』
の
場
合
に
は
国
譲

り
神
話
（
母
理
郷
）、
八
十
神
追
放
（
来
次
郷
）
と
い
っ
た
中
央

神
話
と
関
わ
り
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
は
朝
廷
に
奏
上
さ
れ
る

詞
章
で
あ
る
か
ら
、
対
ヤ
マ
ト
を
意
識
し
た
描
写
と
見
ら
れ
、
ま

た
『
古
事
記
』
大
国
主
神
の
国
作
り
神
話
に
お
い
て
は
、
出
雲
の

地
か
ら
倭
の
青
垣
を
表
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
出
雲
の
青
垣

は
常
に
中
央
の
神
話
、
対
ヤ
マ
ト
、
対
朝
廷
を
意
識
し
て
い
る
も

の
の
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
伊
都
岐
奉
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
神
が
神
を
「
伊
都

岐
奉
」
る
と
い
う
点
、
特
異
で
あ
る
。『
古
事
記
』
神
話
に
お
い

て
こ
の
表
現
が
出
て
く
る
の
は
、
こ
の
箇
所
と
、「
此
の
鏡
は
、

専
ら
我
が
御
魂
と
為
て
、
吾
が
前
を
拝
む
が
如
く
い
つ
き
奉
れ
」

（
天
孫
降
臨
条
）
と
い
う
よ
う
に
天
照
大
御
神
に
対
し
て
用
い
ら

れ
る
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
中
・
下
巻
に
至
っ
て
も
、
イ
ツ
キ

マ
ツ
ル
（
拝
祭
）・
マ
ツ
ル
（
拝
）
と
い
う
言
い
回
し
は
、
大
物

主
神
祭
祀
か
、
伊
勢
斎
宮
に
関
わ
る
記
事
に
限
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
、
こ
の
神
の
位
置
づ
け
の
重
要
性
が
窺
え
る
。
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○
御
諸
山
の
上
に
坐
す
神

　
「
ミ
モ
ロ
」
の
「
ミ
」
は
接
頭
語
と
さ
れ
る
が
「
モ
ロ
」
は
未
詳
。

共
通
す
る
意
を
持
つ
「
ミ
ム
ロ
」
の
「
ム
ロ
」
と
同
じ
と
す
る
見

方
が
あ
る
が
、
不
明
。
御
諸
山
は
、
こ
こ
で
は
三
輪
山
を
指
す
と

す
る
の
が
定
説
だ
が
、「
御
諸
山
」
は
神
の
寄
り
付
く
山
を
指
す

語
で
あ
る
の
で
、
常
に
三
輪
山
を
指
す
わ
け
で
は
な
い
。
崇
神
記

に
、「
即
ち
意
富
多
々
泥
古
命
を
以
て
、
神
主
と
為
て
、
御
諸
山

に
し
て
、
意
富
美
和
之
大
神
の
前
を
拝
み
祭
り
き
」、
意
富
多
々

泥
古
出
自
神
話
に
、「
糸
に
従
ひ
て
尋
ね
行
け
ば
、
美
和
山
に
至

り
て
、
神
の
社
に
留
ま
り
き
」
と
あ
る
。
ま
た
崇
神
紀
八
年
十
二

月
の
大
物
主
神
祭
祀
の
宴
の
歌
16
・
17
番
歌
に
「
味
酒　

三
輪
の

殿
の
・
・
・
三
輪
の
殿
門
を
」
と
見
え
、
ま
た
崇
神
紀
十
年
九
月

の
所
謂
箸
墓
伝
説
の
中
に
、「
仍
り
て
大
虚
を
践
み
て
御
諸
山
に

登
り
ま
す
」
と
あ
る
。
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補
注
解
説

【
補
注
一
】
少
名
毘
古
那
神
の
「
鵝
の
皮
」
の
衣

　

少
名
毘
古
那
神
は
「
天
の
羅
摩
の
船
に
乗
り
て
、
鵝
の
皮
を
内
剝
ぎ
に
剝
ぎ
て
、
衣
服
と
為
て
帰
り
来
る
神（

１
）」

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

土
居
光
知
は
こ
の
異
様
な
姿
に
「
下
半
身
に
鳥
の
羽
を
つ
け
」
た
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
の
太
陽
神
「
マ
ツ
ダ
神
」（A

hura M
azdā

か
）
の

姿
を
重
ね
見
る（

２
）。

そ
れ
を
承
け
つ
つ
「
天
の
羅
摩
の
船
」
と
「
鵝
の
皮
」
の
衣
服
を
天
鳥
船
の
イ
メ
ー
ジ
と
見
て
、
穀
物
神
且
つ
太
陽
神

の
出
現
を
意
味
す
る
と
し
た
の
は
勝
俣
隆
で
あ
っ
た（

３
）。

　

右
の
よ
う
に
、少
名
毘
古
那
神
が
鳥
の
装
い
を
す
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
す
論
は
少
な
く
な
い
が
、そ
も
そ
も
衣
服
の
素
材
で
あ
る
「
鵝

の
皮
」
に
は
本
文
校
訂
上
の
問
題
が
少
な
く
な
い
。
多
く
の
テ
キ
ス
ト
類
で
、
少
名
毘
古
那
神
の
衣
服
を
「
鵝ヒ

ム
シ

の
皮
」
と
し
、
家
畜
化

さ
れ
た
雁
を
指
す
漢
字
「
鵝
」
に
対
し（

４
）、

蛾
を
指
す
和
語
「
ヒ
ム
シ
」
を
あ
て
る
矛
盾
め
い
た
校
訂
が
、
そ
の
結
果
で
あ
る（

５
）。

　

現
代
注
釈
書
類
の
多
く
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
『
古
事
記
伝
』
で
あ
る
。
宣
長
が
「
鵝
字
は
決キ

ハ
メ

て
誤
な
り
、【
此
は
甚
く
小
き
こ

と
を
云
る
に
、
鵝
は
、
さ
い
ふ
ば
か
り
の
小
鳥
に
は
あ
ら
ね
ば
な
り
、】」
と
疑
義
を
呈
し
、
度
会
延
佳
の
「
蛾
」
説
に
従
っ
た
よ
う
に（

６
）、

小
さ
な
少
名
毘
古
那
神
の
装
い
と
し
て
鵝
は
相
応
し
く
な
い
と
す
る
認
識
は
長
ら
く
支
配
的
で
あ
っ
た
。
改
め
て
、
宣
長
説
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。

書
紀
仁
徳
巻
皇
后
御
歌
に
、
那
菟
務
始
能
譬
務
始
能
虚
呂
望
と
よ
み
給
へ
る
、
譬
務
始
は
、
飛
蛾
と
て
、
燈
に
入
て
身
を
亡
す
蟲
に

て
、
蛾
の
中
の
一
種
な
り
、
是
な
む
衣
の
た
と
へ
も
、
此
に
殊
に
由
あ
り
て
聞
ゆ
れ
ば
、【
但
し
蛾
と
鵝
と
は
、
字
形
似
た
り
と
も

あ
ら
ね
ば
、
誤
む
こ
と
い
か
ゞ
と
、
い
さ
ゝ
か
疑
ひ
な
き
に
は
あ
ら
ね
ど
、】
姑
く
蛾
字
と
し
て
、
比
牟
志
能
加
波
と
訓
つ
、

　

宣
長
が
拠
所
と
し
た
仁
徳
紀
の
歌
は
、
新
編
全
集
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
「
夏な

つ
む
し蚕

の　

蛾ひ
む
し

の
衣こ

ろ
も　

二ふ
た
へ重

著き

て　

か
く
み
や
だ
り
は　
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豈あ
に

良よ

く
も
あ
ら
ず
」
と
よ
ま
れ（

７
）、夏

蚕
（
那
菟
務
始
）
と
蛾
（
譬
務
始
）
と
は
同
格
と
さ
れ
る
。『
万
葉
集
』
に
も
「
蛾ひ

む
し
は羽

（
蛾
葉
）
の
衣
」

（
⑬
三
三
三
六
）
と
あ
り（

８
）、

蛾
と
衣
と
の
結
び
つ
き
に
は
一
理
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

た
だ
し
『
古
事
記
』
は
真
福
寺
本
以
下
の
写
本
全
て
で
「
鵝
」
字
を
採
用
し
て
お
り
、
誤
字
説
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
の
は
心
も
と

な
い
。
そ
の
た
め
か
、
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記
』
で
は
次
の
よ
う
に
「
ヒ
ム
シ
」
と
訓
む
べ
き
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

持
統
紀
六
年
九
月
の
条
に
「
越
前
国
献
二
白
蛾
一
。」
と
あ
る
蛾
は
一
本
に
鵝
と
あ
り
、
こ
れ
は
鵝
の
誤
り
ら
し
い
か
ら
宣
長
説
も
捨

て
難
い
。
ま
た
下
の
仁
徳
天
皇
の
条
に
蚕
が
蛾
に
な
る
こ
と
を
述
べ
て
、「
一
度
為
二
飛
鳥
4

4

一
」
と
あ
る
か
ら
、
鵝
は
蛾
が
飛
ぶ
虫
だ

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
用
い
た
字
か（

９
）。

　

前
者
の
見
解
に
対
し
山
口
佳
紀
が
「『
鵝
』
と
あ
る
の
は
伴
信
友
校
本
に
過
ぎ
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に（

（1
（

、
諸
本
の
状
況
か
ら

大
系
に
は
従
い
難
い（

（1
（

。
ま
た
後
者
の
見
方
に
つ
い
て
も
山
口
は
、仁
徳
記
の
記
事
を
一
般
化
し
て
蛾
を
飛
ぶ
鳥
と
捉
え
る
発
想
か
ら
「
鵝
」

字
を
用
い
た
と
考
え
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。

是
に
、
口
子
臣
と
、
亦
、
其
の
妹
口
比
売
と
奴
理
能
美
と
、
三
人
議
り
て
、
天
皇
に
奏
さ
し
め
て
云
ひ
し
く
、「
大
后
の
幸
行
せ
る

所
以
は
、
奴
理
能
美
が
養
へ
る
虫
、
一
度
は
匐
ふ
虫
と
為
り
、
一
度
は
殼か

ひ
ご

と
為
り
、
一
度
は
飛
ぶ
鳥
と
為
り
て
、
三
色
に
変
る
奇

し
き
虫
有
り
。
此
の
虫
を
看
行
さ
む
と
し
て
、
入
り
坐
せ
ら
く
の
み
。
更
に
異
し
心
無
し
」
と
い
ひ
き
。（
下
巻
・
仁
徳
記
）

　

確
か
に
仁
徳
記
で
は
、「
三
色
に
変
る
奇
し
き
虫
」
の
「
奇
し
」
と
称
さ
れ
る
に
足
る
様
態
を
表
現
す
る
た
め
に
、
敢
え
て
「
虫
」
と

は
似
つ
か
な
い
「
穀
」
や
「
鳥
」
な
ど
の
表
現
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
鵝
」
は
『
古
事
記
』
に
お
い
て
他
に
み
ら
れ
な
い
字
だ
が
、

『
日
本
書
紀
』
で
は
音
仮
名
と
し
て
用
い
ら
れ
る
ほ
か
に
、「
鵝
」
そ
の
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
例
も
あ
る
。

身
狭
村
主
青
、
呉
の
献
れ
る
二
鵝
を
将
て
、
筑
紫
に
到
る
。
是
の
鵝
、
水
間
君
が
犬
の
為
に
囓
は
れ
て
死
ぬ
。
別
本
に
云
は
く
、
是
の
鵝
、

筑
紫
の
嶺
県
主
泥
麻
呂
が
犬
の
為
に
囓
は
れ
て
死
ぬ
と
い
ふ
。
是
に
由
り
て
水
間
君
、
恐
怖
り
憂
愁
へ
て
、
自
ら
黙
す
こ
と
能
は
ず
。
鴻
十
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隻
と
養
鳥
人
と
を
献
り
、
以
ち
て
罪
を
贖
ふ
こ
と
を
請
ふ
。（
雄
略
紀
十
年
秋
九
月
）

　

同
時
代
文
献
の
『
日
本
書
紀
』
で
「
鵝
」
が
鳥
類
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
、「
蛾
を
飛
ぶ
鳥
と
捉
え
て
鵝
と
表
記
し
た
」

と
す
る
説
に
は
従
い
難
い
よ
う
に
思
う
。「
蛾
」
の
誤
字
説
に
つ
い
て
も
そ
の
論
拠
が
盤
石
で
な
い
以
上
、
従
え
な
い
。
と
す
れ
ば
真
福

寺
本
以
下
の
本
文
「
鵝
」
を
尊
重
し
た
う
え
で
、
少
名
毘
古
那
神
の
衣
服
の
材
料
は
鳥
の
「
鵝
」
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

当
然
、
字
義
に
そ
ぐ
わ
な
い
「
ヒ
ム
シ
」
の
訓
を
あ
て
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
蛾
を
意
味
す
る
「
ヒ
ム
シ
（
ヒ
ヒ
ル
）」
以
外

の
訓
と
し
て
は
、
評
釈
が
「
サ
ゞ
キ
」、
注
解
が
「
オ
ホ
カ
リ
」、
新
編
が
「
カ
リ
」
を
あ
て
る
。
注
解
に
よ
れ
ば
『
釈
日
本
紀
』
巻
十
七

に
「
鵝ガ

音
可
読
也

ヲ
ホ
カ
リ

」
と
あ
り
、
オ
ホ
カ
リ
と
読
め
る
が
一
般
的
に
は
ガ
と
音
読
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
訓
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
従
う
の
が
妥
当

か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
残
さ
れ
る
の
は
少
名
毘
古
那
神
が
「
鵝
の
皮
」
を
衣
服
と
し
て
現
れ
る
こ
と
の
意
義
で
あ
る
。

　

冒
頭
に
示
し
た
通
り
、「
鵝
の
皮
」
の
衣
服
に
太
陽
神
の
姿
を
看
取
す
る
論
が
あ
る
一
方
で
、
山
口
が
雄
略
紀
十
年
条
や
平
安
時
代
の

記
事
に
よ
っ
て
、
鵝
が
し
ば
し
ば
海
外
か
ら
献
上
さ
れ
る
点
に
着
目
し
、「
異
国
か
ら
来
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
見
る
の
が
、
一
つ

の
解
釈
」
と
位
置
づ
け
た
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。
ま
た
山
口
は
「
鵝
」
が
飛
べ
な
い
鳥
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、「
鵝
」
で
は
少

名
毘
古
那
神
に
飛
行
能
力
を
付
与
し
え
な
い
と
い
う
。
こ
の
問
題
は
、
少
名
毘
古
那
神
を
空
を
渡
る
太
陽
の
神
と
見
る
に
せ
よ
、
飛
ん
で

常
世
に
度
る
神
と
見
る
に
せ
よ
、
障
害
と
な
る
だ
ろ
う
。「
鵝
」
で
あ
る
こ
と
に
意
義
を
見
出
し
て
少
名
毘
古
那
神
の
理
解
に
有
益
か
つ

問
題
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
「
鵝
」
が
海
外
か
ら
齎
さ
れ
た
鳥
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
か（

（1
（

。

　

海
の
彼
方
か
ら
齎
さ
れ
た
鳥
「
鵝
」
の
皮
を
正
体
不
明
の
神
の
衣
服
と
し
て
、
そ
の
神
の
異
境
性
を
表
現
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、

一
応
の
納
得
は
得
ら
れ
よ
う
。
で
は
、
そ
の
神
が
高
天
原
の
神
産
巣
日
御
祖
命
の
御
子
神
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
る
展
開
は
、
い
か
に
把
握

す
る
べ
き
か
。

　

高
天
原
に
い
た
神
産
巣
日
御
祖
命
の
「
手
俣
よ
り
く
き
し
子
」
だ
と
い
う
説
明
に
よ
れ
ば
、
少
名
毘
古
那
神
の
出
自
を
「
鵝
」
の
い
る
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海
外
と
は
位
置
づ
け
得
な
い
。
少
名
毘
古
那
は
あ
く
ま
で
高
天
原
に
属
す
る
神
で
あ
り
、「
鵝
」
の
皮
を
入
手
し
う
る
海
外
の
地
を
経
て

出
雲
に
辿
り
着
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
上
巻
の
神
話
に
お
い
て
、
高
天
原
に
出
自
を
も
つ
少
名
毘
古
那
神
が
「
海
外
」
の
地
を
踏
ん

だ
証
拠
と
な
る
「
鵝
」
の
皮
の
衣
服
を
示
す
意
義
は
、
神
が
高
天
原
か
ら
海
外
に
降
下
し
た
と
捉
え
う
る
土
壌
を
作
る
点
に
あ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
は
し
ま
い
か
。
つ
ま
り
、
高
天
原
（
天
）
の
下
に
海
外
の
地
を
位
置
づ
け
る
方
法
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。

　

神
野
志
隆
光
は
『
古
事
記
』
中
巻
の
「
天
下
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

朝
鮮
半
島
ま
で
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
天
下
」
は
全
き
構
造
を
成
す
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
す
な
わ
ち
、

大
八
島
国
の
そ
と
に
朝
貢
国
を
も
つ
と
い
う
構
造
に
お
い
て
、「
天
下
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
世
界
は
成
り
た
つ
と
見
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。（
中
略
）
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
（「
景
行
記
」）
ま
で
に
お
け
る
大
八
島
国
の
「
王
化
」
の
完
成
と
、
応
神
天
皇
に
お
い
て
朝
鮮

半
島
を
「
王
化
」
の
う
ち
に
組
み
こ
む
こ
と
を
つ
う
じ
て
、「
天
下
」
の
構
造
を
達
成
す
る
の
で
あ
る（

（1
（

　

実
際
に
「
海
外
」
の
地
で
あ
る
半
島
が
具
体
的
に
示
さ
れ
る
の
は
応
神
記
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
そ
の
前
段
階
と
し
て
神
話
世
界
に
お

い
て
「
海
外
」
の
存
在
が
示
唆
さ
れ
、
そ
れ
が
「
高
天
原
（
天
）」
の
「
下
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
可
能
性
は
、『
古
事
記
』
全
体
の

構
想
を
考
え
る
う
え
で
一
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う（

（1
（

。
本
稿
で
は
「
鵝
の
皮
」
と
い
う
表
現
か
ら
そ
の
可
能
性
に
触
れ
る
に
留
め
、

後
考
を
俟
ち
た
い
。

　

註

（
１
） 『
古
事
記
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
六
月
）
に
よ
る
。

（
２
） 

土
居
光
知
「
文
明
と
文
学
」（『
古
代
伝
説
と
文
学
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
七
月
）。



137 『古事記』注釈

（
３
） 

勝
俣
隆
「
少
名
毘
古
那
神
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
手
俣
よ
り
久
岐
斯
子
の
視
点
か
ら
―
」（『
古
事
記
研
究
大
系
五
―

一　

古
事
記

の
神
　々

上
』
髙
科
書
店
、
一
九
九
八
年
六
月
）。

（
４
） 『
倭
名
類
聚
抄
』
に
「
鵝

音峨

形
如
人
家
所
畜
也
」
と
あ
る
。

（
５
） 

中
村
啓
信
は
真
福
寺
本
の
「
鵝
」
を
「
鷦
」
の
崩
し
と
判
定
し
、小
鳥
で
あ
る
ミ
ソ
サ
ザ
イ
で
あ
る
と
す
る
（『
新
版　

古
事
記
』

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
、
二
〇
〇
九
年
九
月
）。
こ
れ
は
『
日
本
書
紀
』
に
「
鷦さ

ざ
き鷯

の
羽
を
以
ち
て
衣
に
為
り
」（
神
代
上
第
八
段
一

書
第
六
）
と
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
占
才
成
は
中
村
の
判
断
を
否
定
し
、「
鵝
」
を
採
用
す
べ
き
と
述
べ

る
（
占
才
成
「『
古
事
記
』
上
巻
の
「
鵝
」
字
考
」『
日
本
語
学
論
集
』
十
五
、二
〇
一
九
年
三
月
）。
な
お
、
占
は
「
内
剥
鵝
皮
剥
」

の
構
文
と
漢
文
に
お
け
る
「
内
」
の
字
義
と
を
検
討
し
た
う
え
で
「『
内
剥
鵝
皮
剥
』
は
鵝
の
皮
を
そ
っ
く
り
剥
ぐ
こ
と
で
は
な
く
、

内
側
に
剥
ぐ
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
鵝
の
皮
は
体
の
小
さ
い
神
の
服
に
対
し
て
大
き
い
か
小
さ
い
か
は
問
題
に
な
ら
な
い
。」
と

指
摘
し
て
い
る
。

（
６
） 

本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（『
本
居
宣
長
全
集
』
十
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
年
十
一
月
）。

（
７
）『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
二
（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
十
月
）
に
よ
る
。

（
８
）『
万
葉
集
』
の
引
用
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
萬
葉
集
』
三
（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
十
二
月
）
に
よ
る
。
な
お
、
同
書

頭
注
で
は
「
ヒ
ム
シ
は
蛾
の
古
名
。
霊
界
か
ら
飛
ん
で
来
る
虫
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
か
」
と
い
う
。
た
だ
し
三
三
三
六
番

歌
の
「
蛾
」
に
は
校
異
（「
我
」）
や
異
訓
「
ヒ
ヒ
ル
」（
旧
大
系
、
講
談
社
文
庫
な
ど
）
も
あ
り
、「
ヒ
ム
シ
」
の
確
例
と
は
言
い

難
い
。

（
９
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
事
記　

祝
詞
』（
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
六
月
）。

（
10
）
神
野
志
隆
光
・
山
口
佳
紀
『
古
事
記
注
解
』
四
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
七
年
六
月
）。
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（
11
）『
書
紀
集
解
』
は
「
按
蛾
微
少
之
物
、
非
可
献
者
。
蓋
、
蛾
鵝
誤
耳
」
と
い
う
が
、
占
才
成
（
註
５
）
が
十
七
条
憲
法
の
な
か
に

み
え
る
「
不
桑
何
服
」
を
取
り
上
げ
て
「
白
蛾
が
特
別
な
種
類
で
養
蚕
に
役
に
立
て
ば
、
献
上
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
」
と
述
べ

た
よ
う
に
、
敢
え
て
「
白
鵝
」
と
す
べ
き
根
拠
は
薄
い
。

（
12
）
鵝
の
皮
の
衣
服
に
つ
い
て
「
海
の
か
な
た
か
ら
来
た
水
平
神
の
代
表
と
し
て
大
和
朝
廷
な
ら
び
に
記
紀
編
集
者
か
ら
取
り
扱
わ

れ
た
た
め
」
と
す
る
指
摘
が
あ
る
が
（
竹
内
重
雄
「
鵝
の
皮
の
衣
服
を
着
け
た
神
―
少
名
毘
古
那
神
、『
礼
記
』「
冊
封
」
と
の
関

わ
り
か
ら
―
」『
沖
縄
文
化
』
四
十
四
―

二
、二
〇
一
〇
年
十
一
月
）、
ア
イ
ヌ
の
鳥
皮
衣
や
『
礼
記
』
の
「
北
方
を
狄
と
曰
ふ
、
羽

毛
を
衣
て
穴
居
し
」（
王
制
第
五
）、「
先
王
未
だ
宮
室
有
ら
ず
、（
中
略
）
未
だ
麻
糸
有
ら
ず
、
其
の
羽
皮
を
衣
る
」（
礼
運
第
九
）

な
ど
を
参
考
に
少
名
毘
古
那
神
（
少
彦
名
命
）
を
「
北
狄
」
や
「
先
王
」
の
象
徴
と
み
る
論
旨
と
あ
わ
せ
て
、
慎
重
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
ろ
う
。

（
13
）
神
野
志
隆
光
は
久
延
毘
古
に
対
す
る
「
尽
く
天
の
下
の
事
を
知
れ
る
神
」
と
い
う
表
現
を
取
り
上
げ
、「
広
く
〈
ア
メ
〉
＝
『
高

天
原
』
の
下
の
世
界
全
体
に
及
ぶ
も
の
と
し
て
の
『
天
の
下
』」
で
あ
る
と
述
べ
る
（「「
天
下
」
―
世
界
観
と
い
う
視
点
か
ら
―
」『
古

事
記
の
世
界
観
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
六
年
六
月
）。

（
14
）
神
野
志
隆
光
「「
天
下
」
の
歴
史
―
中
・
下
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
註
13
同
書
）。

（
15
）
当
該
条
の
後
、邇
々
芸
命
の
発
話
に
「
韓
国
に
向
ひ
」（
天
孫
降
臨
条
）
と
あ
る
こ
と
と
も
、関
わ
ろ
う
。
新
編
全
集
頭
注
は
「
支

配
が
い
ず
れ
朝
鮮
半
島
に
及
ぶ
こ
と
を
視
野
に
入
れ
て
い
う
」
と
指
摘
す
る
。

�

〔
小
野
諒
巳　

日
本
上
代
文
学
〕
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【
補
注
二
】
大
国
主
神
の
国
作
り
の
文
脈

　

大
国
主
神
の
国
作
り
に
お
け
る
問
題
点
と
し
て
、
天
神
諸
に
よ
る
「
修
理
固
成
」
の
「
命
以
」
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
か
否
か
と
い
う
点

が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
複
数
回
行
わ
れ
る
大
国
主
神
の
国
作
り
に
つ
い
て
整
理
す
る
。

　

は
じ
め
に
国
作
り
が
行
わ
れ
る
の
は
、
根
の
堅
州
国
訪
問
段
に
お
い
て
で
あ
り
、「
故
、
其
の
大
刀
・
弓
を
持
ち
て
、
其
の
八
十
神
を

追
ひ
避
り
し
時
に
、
坂
の
御
尾
ご
と
に
追
ひ
伏
せ
、
河
の
瀬
ご
と
に
追
ひ
撥
ひ
て
、
始
め
て
国
を
作
り
き
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
始
め
て
国
を
作
り
き
」
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
『
古
事
記
伝
』（『
本
居
宣
長
全
集
』
第
九
巻
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
七
月
）
が

指
摘
し
た
、
大
国
主
神
の
国
作
り
の
始
ま
り
を
表
す
と
い
う
解
釈
が
有
力
で
あ
る
が
、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
三
巻
（
ち
く
ま
学

芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
平
成
十
七
年
八
月
）
は
、
王
と
し
て
始
め
て
国
を
作
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
前
に
は
須
佐
之
男
大

神
か
ら
、
生
大
刀
・
生
弓
矢
で
八
十
神
を
追
放
し
、
大
国
主
神
・
宇
都
志
国
玉
神
と
な
っ
て
須
世
理
毘
売
を
正
妻
と
し
て
、
宇
迦
能
山
の

山
本
に
、
天
皇
の
宮
殿
の
ご
と
き
住
処
を
建
て
て
住
め
と
指
令
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
須
佐
之
男
大
神
の
発
言
と
大
国
主
神
の
行
動
と
の

対
応
か
ら
考
え
れ
ば
、
大
神
の
強
大
な
力
を
得
て
、
大
穴
牟
遅
神
は
八
十
神
を
追
放
す
る
こ
と
で
大
国
主
神
・
宇
都
志
国
玉
神
と
な
り
、

国
を
作
っ
た
の
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
稲
羽
の
素
兎
段
の
冒
頭
で
、
八
十
神
が
国
を
大
国
主
神
に
譲
っ
た
と
い
う
一
文
と
も
対
応

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
王
と
し
て
の
国
作
り
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
前
段
階
と
も
言
え
る
武
力
平
定
に
よ
る
国
の
支
配
＝
国
作
り
と
な
る

の
で
あ
り
、「
始
め
て
国
を
作
り
き
」
は
大
国
主
神
の
国
作
り
の
始
ま
り
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

次
に
、
国
作
り
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大
国
主
神
の
国
作
り
段
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
神
産
巣
日
御
祖
命
の
指
令
を
受
け
、
少
名

毘
古
那
神
と
と
も
に
「
此
の
国
を
作
り
堅
め
き
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
細
は
『
古
事
記
』
に
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
具
体
的
な
内

容
は
不
明
で
あ
る
。
二
神
の
国
作
り
は
『
日
本
書
紀
』「
風
土
記
（
播
磨
・
出
雲
・
伊
予
）」『
万
葉
集
』
な
ど
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、
内

容
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
当
時
広
く
知
ら
れ
た
神
話
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。『
古
事
記
』
が
大
国
主
神
で
は
な
く
大
穴
牟
遅
神
と
し
て
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記
す
の
は
、
そ
れ
ら
広
く
知
ら
れ
る
二
神
の
国
作
り
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
他
文
献
に
み
ら
れ
る
様
々
な
二
神
の
国

作
り
を
読
み
手
に
想
起
さ
せ
る
た
め
に
、
あ
え
て
「
此
の
国
を
作
り
堅
め
き
」
と
し
か
記
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
そ
の
後
、
国
作
り
の
途
中
で
常
世
国
に
去
っ
た
少
名
毘
古
那
神
の
代
わ
り
に
、
大
国
主
神
は
海
か
ら
来
た
神
と
国
作
り
を
行
う
。

こ
の
神
は
御
諸
山
の
神
と
し
か
こ
こ
で
は
記
さ
れ
な
い
が
、『
古
事
記
』
中
巻
で
大
物
主
神
と
判
明
す
る
。
そ
し
て
、
大
物
主
神
は
自
身

を
祭
れ
ば
国
を
上
手
く
作
れ
る
と
述
べ
、
倭
の
青
垣
の
東
の
山
の
上
に
祭
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
祭
祀
に
よ
っ
て
国

を
作
る
こ
と
と
捉
え
ら
れ
る
。

　

な
お
、『
古
事
記
』
で
は
根
の
堅
州
国
訪
問
段
と
大
国
主
神
の
国
作
り
段
と
の
間
に
、
八
千
矛
神
の
歌
物
語
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

内
容
は
、
高
志
の
沼
河
比
売
へ
の
求
婚
と
、
正
妻
で
あ
る
須
勢
理
毘
売
と
の
和
解
で
あ
る
が
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』
が

「
辺
境
の
女
性
と
の
結
婚
譚
に
よ
っ
て
、
こ
の
神
が
「
大
八
島
国
」
の
隅
々
ま
で
支
配
力
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
語
る
」
と
指
摘
す
る
よ

う
に
、
土
地
の
女
性
と
の
結
婚
を
土
地
の
支
配
権
を
得
る
こ
と
と
考
え
、
こ
の
歌
物
語
も
国
作
り
の
一
環
と
み
る
説
も
あ
る
。
前
後
の
神

話
内
容
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
説
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
大
国
主
神
の
国
作
り
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

・
武
力
に
よ
る
国
作
り
（
大
穴
牟
遅
神
）

・
神
婚
に
よ
る
国
作
り
（
八
千
矛
神
）

・
二
神
に
よ
る
国
作
り
（
大
穴
牟
遅
神
・
少
名
毘
古
那
神
）

・
祭
祀
に
よ
る
国
作
り
（
大
国
主
神
・
御
諸
山
の
神
＝
大
物
主
神
）

　

右
の
よ
う
に
、
大
国
主
神
の
国
作
り
は
、
神
名
の
変
化
と
と
も
に
異
な
る
方
法
で
行
わ
れ
て
お
り
、
武
力
・
政
治
・
祭
祀
に
よ
る
国
作

り
と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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で
は
次
に
、
大
国
主
神
の
国
作
り
が
、「
修
理
固
成
」
に
含
ま
れ
る
の
か
否
か
と
い
う
問
題
を
考
え
た
い
。「
修
理
固
成
」
の
範
囲
は
諸

説
あ
り
、
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1
淤
能
碁
呂
島
の
生
成
ま
で

2
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
二
神
の
関
わ
る
と
こ
ろ
ま
で

3
三
貴
子
の
出
現
ま
で

4
大
国
主
神
の
国
作
り
ま
で

5
天
皇
の
治
世
ま
で

　

1
・
2
・
3
は
、
直
接
指
令
を
受
け
た
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
1
は
「
修
理
固
成
」
の
指

令
の
際
に
授
け
ら
れ
た
天
沼
矛
の
関
わ
る
範
囲
ま
で
と
し
、
2
は
二
神
で
行
う
範
囲
＝
国
生
み
ま
で
と
す
る
。
3
は
神
生
み
ま
で
で
は
終

わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
伊
耶
那
岐
命
の
発
言
、
ま
た
二
神
は
「
生
む
」
こ
と
で
「
修
理
固
成
」
を
果
た
そ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
行

為
の
最
後
で
あ
る
三
貴
子
の
分
治
ま
で
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
大
国
主
神
に
至
る
前
に
「
修
理
固
成
」
を
終
え
る
と
考
え
る
た
め
、
今
回
は

提
示
す
る
だ
け
に
留
め
て
お
き
た
い
。
問
題
は
4
・
5
の
場
合
で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
古
事
記
伝
』
は
、「
修
理
」
は
「
作
」
と
同
義
で
あ
り
、「
修
理
固
成
」
は
「
作
堅
此
国
（
此
の
国
を
作
り
堅
め
き
）」
と
対
応

す
る
と
指
摘
す
る
。
大
国
主
神
の
国
作
り
ま
で
を
範
囲
と
し
て
お
り
、こ
れ
は
「
国
」
の
捉
え
方
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
西
郷
信
綱
『
古

事
記
注
釈
』
第
一
巻
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
筑
摩
書
房
、
平
成
十
七
年
四
月
）
で
は
、 

国
作
り
に
は
自
然
的
と
政
治
的
と
の
二
つ
の
次
元

が
あ
る
が
、
国
生
み
段
で
は
天
皇
の
版
図
に
属
す
る
大
八
島
国
が
作
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
単
な
る
自
然
的
な
国
作
り
と
見
ら
れ
な
い
と
指

摘
し
て
い
る
。
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
の
国
生
み
ま
で
を
確
認
し
て
み
る
と
、
伊
耶
那
岐
命
は
「
国
土
を
生
み
成
さ
む
」
と
述
べ
て

国
を
生
ん
で
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
完
了
で
は
「
国
を
生
み
竟
え
て
」
と
あ
り
、
黄
泉
国
で
は
伊
耶
那
岐
命
が
「
吾
と
汝
と
作
れ
る
国
、
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未
だ
作
り
竟
ら
ず
」
と
い
う
よ
う
に
、「
国
土
」
か
ら
「
国
」
へ
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、自
然
的
な
「
国
土
」
を
生
む
意
図
で
あ
っ

た
が
、
実
際
に
は
大
八
島
国
を
は
じ
め
、
政
治
区
分
さ
れ
た
「
国
」
を
生
ん
だ
た
め
の
言
い
換
え
と
考
え
ら
れ
る
。「
修
理
固
成
」
は
漂

え
る
「
国
」
に
対
し
て
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
政
治
的
意
図
を
内
包
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
大
国
主
神
の
国
作
り
も
範
囲
に
含
む

こ
と
は
可
能
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
他
、「
修
理
固
成
」
に
含
む
と
す
る
説
に
は
、
神
野
志
隆
光
（
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
『
古
事
記
注
解
』
4
、
笠
間
書
院
、
平

成
九
年
六
月
）
の
説
が
あ
る
。「
修
理
」
を
「
あ
る
べ
き
す
が
た
に
と
と
の
え
る
」
意
と
し
、「
天
神
」
に
掌
握
さ
れ
る
形
に
向
け
て
の
国

作
り
と
捉
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
ム
ス
ヒ
神
の
生
成
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
も
と
で
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
神
産
巣
日
神
を
通
じ
て
「
修
理

固
成
」
と
対
応
す
る
と
指
摘
す
る
。
一
方
、
金
井
清
一
「
古
事
記
上
巻
「
修
理
固
成
」
の
及
ぶ
と
こ
ろ
」（『
京
都
産
業
大
学
日
本
文
化
研

究
所
紀
要
』
第
五
号
、
平
成
十
二
年
三
月
）
で
は
、「
修
理
固
成
」
は
天
皇
の
治
世
ま
で
お
よ
ぶ
と
す
る
が
、
天
神
諸
の
指
令
で
は
な
い
た

め
、大
国
主
神
の
国
作
り
は
含
ま
れ
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
説
を
分
け
る
の
は
、指
令
者
が
誰
か
と
い
う
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。

　
「
修
理
固
成
」
は
、
天
神
諸
の
「
命
以
」
に
よ
っ
て
、
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
に
「
言
依
」
さ
れ
る
。
こ
の
「
命
以
」「
言
依
」
の

両
語
は
、
す
で
に
諸
先
行
研
究
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
鈴
木
啓
之
「
古
事
記
に
お
け
る
「
ミ
コ
ト
モ
チ
」「
コ
ト
ヨ
サ
シ
」
の

意
義
」（『
古
事
記
の
文
章
と
そ
の
享
受
』
新
典
社
、
平
成
二
十
三
年
九
月
）
が
両
語
を
「「
高
天
原
」
の
絶
対
性
を
強
調
、
表
現
し
つ
つ
、

神
代
の
物
語
を
展
開
せ
し
め
て
」い
る
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、天
神
諸
＝
高
天
原
の「
修
理
固
成
」を
展
開
す
る
語
句
と
捉
え
ら
れ
る
。「
命

以
」
は
天
神
諸
・
天
神
・
伊
耶
那
岐
命
・
天
照
大
御
神
・
八
十
神
・
高
御
産
巣
日
神
（
高
木
神
）・
天
神
御
子
に
用
い
ら
れ
、
例
外
的
な

八
十
神
を
除
け
ば
、
基
本
的
に
は
天
神
か
ら
の
指
令
の
場
合
に
限
る
。「
言
依
（
事
依
・
言
因
）」
は
、
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
・
三

貴
子
・
天
之
忍
穂
耳
命
・
邇
々
芸
命
に
対
し
て
で
あ
り
、「
修
理
固
成
」
や
国
の
統
治
を
委
任
さ
れ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
言

依
（
事
依
・
言
因
）」
の
経
路
は
、
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・
天
神
諸
→
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
→
三
貴
子

・
天
照
大
御
神
（
三
貴
子
）
→
天
之
忍
穂
耳
命

・
天
照
大
御
神
（
三
貴
子
）
→
邇
々
芸
命

と
な
っ
て
い
る
。
天
神
諸
が
伊
耶
那
岐
命
・
伊
耶
那
美
命
の
二
神
に
「
修
理
固
成
」
を
指
令
し
、
伊
耶
那
岐
命
は
三
貴
子
に
そ
れ
ぞ
れ
国

を
治
め
る
よ
う
に
指
令
す
る
。
そ
の
三
貴
子
の
中
の
天
照
大
御
神
は
、忍
穂
耳
命
に
葦
原
中
国
の
統
治
を
指
令
す
る
が
、忍
穂
耳
命
は
邇
々

芸
命
に
葦
原
中
国
の
統
治
を
譲
っ
た
た
め
、
再
度
天
照
大
御
神
か
ら
邇
々
芸
命
へ
と
指
令
す
る
と
い
う
流
れ
で
あ
る
。
須
佐
之
男
命
も
三

貴
子
で
あ
る
た
め
指
令
を
受
け
て
い
る
が
、伊
耶
那
岐
命
か
ら
命
じ
ら
れ
た
海
原
を
統
治
し
な
い
た
め
に
葦
原
中
国
を
追
放
さ
れ
て
お
り
、

「
言
依
」
の
流
れ
か
ら
は
逸
脱
し
た
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
須
佐
之
男
命
か
ら
の
指
令
も
「
言
依
」
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。

　

ま
た
、
神
産
巣
日
神
は
、「
修
理
固
成
」
を
命
じ
た
天
神
諸
の
一
神
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
少
名
毘
古
那
神
と
の
国
作
り

の
場
面
に
お
け
る
こ
の
神
の
発
語
に
は
「
命
以
」
で
は
な
く
「
告
」
が
用
い
ら
れ
、「
言
依
」
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
西
田
長
男
「
祭

の
根
本
義
―
『
延
喜
式
祝
詞
』
を
中
心
と
し
て
―
」（『
日
本
神
道
史
研
究
』
第
二
巻
、講
談
社
、昭
和
五
十
三
年
四
月
）
で
は
、「
依
さ
す
」

は
自
分
が
な
す
こ
と
を
他
者
に
委
任
し
て
代
行
さ
せ
る
こ
と
を
指
す
と
し
、
委
任
者
と
そ
の
代
行
者
は
「
我
と
他
と
は
そ
の
な
せ
る
業
に

よ
っ
て
一
体
と
な
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
大
国
主
神
に
天
神
諸
と
同
一
の
指
令
を
行
え
る
の
は
、
伊
耶
那
岐
命
・
伊

耶
那
美
命
・
三
貴
子
と
な
る
。
し
か
し
、
伊
耶
那
美
命
は
黄
泉
国
に
避
り
、
須
佐
之
男
命
は
指
令
を
行
わ
な
か
っ
た
た
め
、「
言
依
」
か

ら
逸
脱
し
て
い
る
。
ま
た
、
伊
耶
那
岐
命
は
「
淡
海
の
多
賀
」
に
坐
し
、
月
読
命
は
「
夜
之
食
国
」
統
治
の
指
令
以
後
に
登
場
し
な
い
こ

と
か
ら
、
実
質
的
に
天
照
大
御
神
の
み
が
「
修
理
固
成
」
を
指
令
す
る
天
神
諸
と
同
一
の
存
在
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
天
神
諸
ま

た
は
天
照
大
御
神
の
指
令
で
な
け
れ
ば
、
正
式
と
は
考
え
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
仮
に
「
修
理
固
成
」
の
実
行
が
大
国
主
神
の
神
話
以
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降
も
継
続
し
て
い
る
と
す
る
場
合
で
も
、
大
国
主
神
の
国
作
り
は
「
修
理
固
成
」
に
は
含
ま
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

�

〔
鶉
橋
辰
成　

日
本
上
代
文
学
〕

【
補
注
三
】
大
国
主
神
の
国
作
り
、『
日
本
書
紀
』
と
の
比
較

　
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
・
八
段
正
文
で
は
、
素
戔
嗚
尊
の
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
退
治
の
後
は
、
大
己
貴
命
の
誕
生
を
語
る
の
み
で
、
大
己

貴
命
の
物
語
は
な
く
、
大
国
主
神
へ
の
成
長
物
語
も
無
い
。
大
己
貴
命
の
国
作
り
関
連
の
神
話
は
、
以
下
に
載
せ
る
一
書
六
に
見
え
る
の

み
で
あ
る
。
長
く
な
る
が
、
比
較
検
討
の
必
要
上
、
前
文
を
掲
載
す
る
（
引
用
は
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
』
①
に

よ
る
）。
な
お
、
内
容
上
〔
Ⅰ
〕
～
〔
Ⅳ
〕
の
三
つ
の
段
に
分
け
る
こ
と
と
す
る
。

〔
Ⅰ
〕
一
書
に
曰
く
、
大
国
主
神
、
亦
は
大
物
主
神
と
名ま

を

し
、
亦
は
国く

に
つ
く
り
の
お
ほ
あ
な
む
ち
の
み
こ
と

作
大
己
貴
命
と
号ま

を

し
、
亦
は
葦あ

し
は
ら
の
し
こ
を

原
醜
男
と
曰ま

を

し
、
亦
は

八や
ち
ほ
こ
の
か
み

千
戈
神
と
曰
し
、
亦
は
大お

ほ
く
に
た
ま
の
か
み

国
玉
神
と
曰
し
、
亦
は
顕う

つ
し
く
に
た
ま
の
か
み

国
玉
神
と
曰
す
。
其
の
子
凡
て
一
百
八
十
一
神
有
す
。

〔
Ⅱ
〕
夫そ

れ
大
己
貴
命
、
少す

く
な
ひ
こ
な
の
み
こ
と

彦
名
命
と
力
を
戮あ

は

せ
心
を
一ひ

と
つ

に
し
て
、
天
下
を
経つ

く営
り
、
復ま

た

顕う
つ
し
き
あ
を
ひ
と
く
さ

見
蒼
生
と
畜け

も
の産

と
の
為
は
、
其
の

病
を
療を

さ

む
る
方の

り

を
定
め
、
又
鳥
獣
・
昆は

ふ
む
し虫

の
災わ

ざ
は
ひ異

を
攘は

ら

は
む
が
為
は
、
其
の
禁ま

じ
な
ひ厭

の
法の

り

を
定
め
き
。
是
を
以
ち
て
、
百お

ほ
み
た
か
ら姓

今
に
至

る
ま
で
に
咸み

な

恩め
ぐ
み頼

を
蒙か

が
ふ

れ
り
。
嘗む

か
し

大
己
貴
命
、
少
彦
名
命
に
謂か

た

り
て
曰の

た
ま

は
く
、「
吾わ

れ
ら等

が
造
れ
る
国
、
豈あ

に

善よ

く
成
れ
り
と
謂
は
む

や
」
と
の
た
ま
ふ
。
少
彦
名
命
対こ

た

へ
て
曰
は
く
、「
或
い
は
成
れ
る
所
も
有
り
、
或
い
は
成
ら
ざ
る
も
有
り
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
の

談
か
た
り
ご
と

、
蓋
し
幽ふ

か深
き
致む

ね

有
ら
む
。
其
の
後
に
少
彦
名
命
、
熊
野
の
御
碕
に
行
き
至
り
、
遂
に
常と

こ
よ
の
く
に

世
郷
に
適ゆ

き
ま
す
。
亦
曰
く
、
淡

島
に
至
り
て
、
粟
の
茎
に
縁の

ぼ

り
し
か
ば
、
弾
か
れ
渡
り
ま
し
て
、
常
世
郷
に
至
り
ま
す
と
い
ふ
。

〔
Ⅲ
〕
自こ

れ
よ
り
の
ち後

に
、
国
の
中
に
未
だ
成
ら
ざ
る
所
は
、
大
己
貴
神
、
独
り
能
く
巡
り
造
り
た
ま
ひ
、
遂
に
出
雲
国
に
到
り
た
ま
ふ
。

乃
ち
興こ

と
あ
げ言

し
て
曰
は
く
、「
夫
れ
葦
原
中
国
は
、
本も

と
よ
り自

荒あ

ら芒
び
、
磐い

は
ほ石

・
草く

さ
き木

に
至い

た及
る
ま
で
に
咸
能
く
強あ

し暴
か
り
き
。
然
れ
ど
も
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吾
已
に
摧く

だ

き
伏
せ
、
和ま

つ
ろ順

は
ず
と
い
ふ
こ
と
莫な

し
」
と
の
た
ま
ひ
、
遂
に
因
り
て
言の

た
ま

は
く
、「
今
し
此
の
国
を
理を

さ

む
る
は
、
唯
吾

一ひ
と
り身

の
み
な
り
。
其
れ
吾
と
共
に
天
下
を
理
む
べ
き
者
、
蓋
し
有
り
や
」
と
の
た
ま
ふ
。
時
に
、
神あ

や

し
き
光
海
を
照
し
、
忽た

ち
ま
ち然

に
浮

び
来
る
者
有
り
。
曰
く
、「
如
し
吾
在
ら
ず
は
、
汝
何
ぞ
能
く
此
の
国
を
平こ

と
む

け
む
や
。
吾
が
在
る
に
由
り
て
の
故
に
、
汝
其
の
大
き

造な
せ

る
績

い
さ
を
し

を
建
つ
る
こ
と
得
た
り
」
と
い
ふ
。
是
の
時
に
大
己
貴
神
問
ひ
て
曰
は
く
、「
然
ら
ば
汝
は
是
誰
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
対

へ
て
曰
く
、「
吾
は
是
汝
が
幸さ

き
み
た
ま魂

・
奇く

し
み
た
ま魂

な
り
」
と
い
ふ
。
大
己
貴
神
の
曰
は
く
、「
唯し

か然
な
り
。
廼す

な
は

ち
知
り
ぬ
、
汝
は
是
吾
が

幸
魂
・
奇
魂
な
り
と
い
ふ
こ
と
を
。
今
し
何
処
に
か
住と

ど
ま

ら
む
と
欲
ふ
」
と
の
た
ま
ふ
。
対
へ
て
曰
く
、「
吾
は
日や

ま
と
の
く
に

本
国
の
三み

も
ろ
や
ま

諸
山
に

住
ら
む
と
欲
ふ
」
と
い
ふ
。
故
、
即
ち
宮
を
彼そ

こ処
に
営つ

く

り
、
就ゆ

き
て
居ま

し
ま
さ
し
む
。
此
大お

ほ
み
わ

三
輪
の
神
な
り
。
此
の
神
の
子
、
即
ち

甘か

も茂
君
等
・
大お

ほ
み
わ

三
輪
君
等
、
又
姫ひ

め
た
た
ら
い
す
ず
ひ
め
の
み
こ
と

蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
な
り
。
又
曰
く
、
事
代
主
神
、
八や

ひ
ろ
わ
に

尋
熊
鰐
に
化な為
り
、
三み

し
ま
の
み
ぞ
く
ひ
ひ
め

島
溝
樴
姫
に
通
ひ
た

ま
ひ
て
、
或
に
云
は
く
、
玉
櫛
姫
と
い
ふ
、
児み

こ

姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
を
生
み
た
ま
ふ
。
是
、
神か

む
や
ま
と
い
は
れ
び
こ
ほ
ほ
で
み
の
す
め
ら
み
こ
と

日
本
磐
余
彦
火
火
出
見
天
皇
の
后
と

為
る
。

〔
Ⅳ
〕
初
め
大
己
貴
神
の
国
を
平こ

と
む

け
た
ま
ふ
に
、
出
雲
国
の
五い

さ

さ

十
狭
狭
の
小
汀
に
行
き
到
り
ま
し
て
、
且ま

さ当
に
飲み

を
し食

し
た
ま
は
む
と

し
き
。
是
の
時
に
、
海う

み
の
う
へ上

に
忽
ち
に
人
の
声
有
り
。
乃
ち
驚
き
て
求
む
る
に
、
都か

つ

て
見
ゆ
る
無
し
。
頃し

ば
ら
く時

あ
り
て
、
一ひ

と
り箇

の
小を

ぐ
な男

有
り
、
白か

が
み蘞

の
皮
を
以
ち
て
舟
に
為
り
、
鷦さ

ざ
き鷯

の
羽
を
以
ち
て
衣こ

ろ
も

に
為
り
、
潮う

し
ほ水

の
随
に
以
ち
て
浮
び
到
る
。
大
己
貴
神
、
即
ち

取
り
て
掌た

な
う
ら中

に
置
き
て
翫

も
て
あ
そ

び
た
ま
へ
ば
、
跳お

ど

り
て
其
の
頰つ

ら

を
囓か

む
。
乃
ち
其
の
物か

た
ち色

を
怪
し
び
、
使
を
遣
し
、
天
神
に
白
し
た
ま

ふ
。
時
に
高た

か
み
む
す
ひ
の
み
こ
と

皇
産
霊
尊
、
聞
し
め
し
て
曰
は
く
、「
吾
が
産
め
る
児
、
凡
て
一
千
五
百
座
有
り
。
其
の
中
に
一ひ

と
り
の
こ児

最い
と
あ悪

し
く
、
教お

し
へ養

に
順
は
ず
。
指た

な
ま
た間

よ
り
漏く

き
堕
ち
し
は
、
必
ず
彼そ

れ

な
ら
む
。
愛め

ぐ

み
て
養ひ

だ

す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
此
即
ち
少
彦
名
命
、
是
な
り
。
顕
、

此
に
は
于う

つ

し
都
斯
と
云
ふ
。
蹈
鞴
、
此
に
は
多た

た

ら
多
羅
と
云
ふ
。
幸
魂
、
此
に
は
佐さ

き

み

た

ま

枳
弥
多
摩
と
云
ふ
。
奇
魂
、
此
に
は
倶く

し

み

た

ま

斯
美
拕
磨
と

云
ふ
。
鷦
鷯
、
此
に
は
娑さ

ざ

き
娑
岐
と
云
ふ
。
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〔
Ⅰ
〕
で
は
大
国
主
神
の
亦
名
を
示
す
。『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
大
国
主
神
の
名
が
見
え
る
の
は
、
こ
こ
以
外
に
は
、
八
段
一
書
一
に

素
戔
嗚
尊
の
五
世
孫
と
し
て
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
特
に
こ
の
名
で
の
神
話
は
記
さ
れ
な
い
。『
古
事
記
』
の
場
合
は
須
佐
之
男
命
の

系
譜
に
お
い
て
六
世
孫
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
た
が
、
亦
名
は
大
穴
牟
遅
神
・
葦
原
色
許
男
神
・
八
千
矛
神
・
宇
都
志
国
玉
神
の
四
つ
で

あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
大
物
主
神
と
大
国
玉
神
が
加
わ
っ
て
六
つ
の
亦
名
が
記
さ
れ
る
。
特
に
大
物
主
神
と
大
己
貴
命
と
が
亦
名

で
繋
が
る
こ
と
は
、〔
Ⅲ
〕
の
記
述
と
も
関
わ
っ
て
『
日
本
書
紀
』
の
一
つ
の
特
質
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
が
、「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」

に
お
い
て
も
こ
の
両
神
を
繋
げ
る
記
述
が
見
え
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
大
物
主
神
と
大
穴
牟
遅
神
（
大
国
主
神
）
と
を
結
び
つ
け

な
い
『
古
事
記
』
の
方
に
そ
の
特
質
を
見
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。〔
Ⅱ
〕
は
少
彦
名
命
と
の
国
作
り
に
関
わ
る
話
と
な
っ
て
い
る
。「
天

下
を
経
営
り
、
復
顕
見
蒼
生
と
畜
産
と
の
為
は
、
其
の
病
を
療
む
る
方
を
定
め
、
又
鳥
獣
・
昆
虫
の
災
異
を
攘
は
む
が
為
は
、
其
の
禁
厭

の
法
を
定
め
き
。
是
を
以
ち
て
、
百
姓
今
に
至
る
ま
で
に
咸
恩
頼
を
蒙
れ
り
」
と
い
う
よ
う
に
比
較
的
具
体
的
な
記
述
内
容
と
な
っ
て
お

り
、
国
作
り
の
内
容
が
示
さ
れ
て
い
る
。
風
土
記
や
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
二
神
の
姿
と
も
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。「
顕
見
蒼
生
と
畜
産
」

の
た
め
に
病
を
治
癒
す
る
方
法
を
定
め
た
と
あ
っ
て
、
か
つ
今
に
至
る
ま
で
「
百
姓
」
が
「
恩
頼
」
を
蒙
っ
て
い
る
と
記
す
と
こ
ろ
に
、

こ
の
二
神
の
人
々
に
と
っ
て
の
意
義
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
恩
頼
」
は
『
日
本
書
紀
』
の
用
例
に
照
ら
し
て
見
れ
ば
、

特
定
の
天
皇
、
若
し
く
は
皇
祖
を
含
め
た
皇
室
の
も
た
ら
す
加
護
・
恩
沢
を
意
味
す
る
語
と
さ
れ
る
が
（
葛
西
太
一
「「
頼
」
字
の
古
訓

と
解
釈
」『
日
本
書
紀
段
階
編
修
論
』
花
鳥
社
、
二
〇
二
一
年
二
月
）、
そ
の
「
頼
」
の
初
出
が
こ
の
二
神
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
、

注
意
を
要
す
る
。「
百
姓
」
へ
の
加
護
・
恩
沢
の
起
源
が
皇
祖
神
で
は
な
く
、
大
己
貴
命
・
少
彦
名
命
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
こ
の
二
神

に
天
皇
統
治
の
起
源
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。『
古
事
記
』
に
お
け
る
大
国
主
神
に
は
そ
う
し
た
意
味
も
感
得
出
来

る
よ
う
に
は
思
わ
れ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
二
神
に
つ
い
て
も
同
様
の
意
義
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
一
書
の

形
で
の
み
示
す
と
こ
ろ
に
、『
日
本
書
紀
』
な
り
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
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〔
Ⅱ
〕
で
は
大
己
貴
命4

と
記
さ
れ
て
い
た
が
、〔
Ⅲ
〕〔
Ⅳ
〕
で
は
大
己
貴
神4

と
記
さ
れ
る
。
或
い
は
こ
こ
に
資
料
の
断
層
が
あ
る
の
か

も
知
れ
な
い
。〔
Ⅲ
〕
は
、『
古
事
記
』
の
御
諸
山
神
登
場
後
の
話
と
共
通
す
る
場
面
で
あ
る
。『
古
事
記
』
と
の
大
き
な
相
違
は
、「
吾
は

是
汝
が
幸
魂
・
奇
魂
な
り
」
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
神
は
大
物
主
神
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
、〔
Ⅰ
〕
の
亦
名
記
載
と
も
繋
が
っ

て
く
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
如
し
吾
在
ら
ず
は
、
汝
何
ぞ
能
く
此
の
国
を
平
け
む
や
」
と
い
う
発
語
や
、「
吾
は
日
本
国
の
三
諸
山

に
住
ら
む
と
欲
ふ
」
と
い
う
発
語
を
受
け
る
形
で
、「
即
ち
宮
を
彼
処
に
営
り
、
就
き
て
居
し
ま
さ
し
む
」
と
あ
る
点
、『
古
事
記
』
と
共

通
性
を
持
つ
が
、『
古
事
記
』
の
よ
う
に
祭
祀
に
纏
わ
る
表
現
―
イ
ツ
キ
マ
ツ
ル
―
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
宮
を
営
ん
だ
記
事
の
後
に
、「
此

大
三
輪
神
な
り
」
と
記
し
、
ヤ
マ
ト
の
三
輪
山
の
神
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
即
ち
、
後
の
崇
神
紀
に
祟
り
神
と
し
て
示
現
す
る
大
物
主
神

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
名
は
記
さ
ず
「
大
三
輪
神
」
と
し
て
い
る
点
、
神
代
下
九
段
一
書
二
に
、
大
物
主
神
が
天
神
に
従
う
首
魁

と
し
て
登
場
す
る
点
な
ど
か
ら
見
て
、「
大
三
輪
神
」
と
「
大
物
主
神
」
と
は
本
来
別
神
で
、
初
め
三
輪
山
に
祭
ら
れ
て
い
た
大
三
輪
神

に
大
物
主
神
が
習
合
す
る
形
で
三
輪
山
に
祭
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
も
あ
る
（
阿
部
眞
司
『
大
物
主
神
伝
承
論
』

翰
林
書
房
、
一
九
九
九
年
十
二
月
）。
続
く
系
譜
的
記
述
で
は
、
甘
茂
君
等
・
大
三
輪
君
等
、
又
姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
を
こ
の
神
の
子
と

し
て
位
置
付
け
る
。
姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
は
神
武
天
皇
の
后
と
な
る
が
、
こ
の
姫
が
大
物
主
神
の
娘
で
あ
る
こ
と
は
『
古
事
記
』
神
武
天

皇
条
に
記
さ
れ
、
甘
茂
君
等
・
大
三
輪
君
等
が
大
物
主
神
の
系
統
に
連
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
大
物
主
神
の
四
世
孫
オ
ホ
タ
タ
ネ
コ
を

祖
と
す
る
と
記
す
）
が
崇
神
天
皇
条
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
か
ら
し
て
も
こ
こ
に
登
場
す
る
神
が
大
物
主
神
で
あ
る
と
見
る
こ

と
が
出
来
る
。
な
お
『
日
本
書
紀
』
の
場
合
、
初
代
神
武
天
皇
の
后
姫
蹈
鞴
五
十
鈴
姫
命
は
、
綏
靖
即
位
前
紀
に
よ
れ
ば
事
代
主
神
の
娘

と
な
っ
て
い
る
た
め
、こ
こ
に
も
そ
の
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
事
代
主
神
は
カ
モ
氏
が
祀
る
神
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、

大
物
主
神
と
事
代
主
神
と
の
近
さ
が
窺
え
る
。

　
〔
Ⅳ
〕
は
再
び
少
彦
名
命
の
話
と
な
る
。〔
Ⅰ
〕
で
は
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
、
少
彦
名
命
の
登
場
場
面
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。『
古



148

事
記
』
で
は
「
出
雲
の
御
大
の
御
前
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、『
日
本
書
紀
』
で
は
「
出
雲
国
の
五
十
狭
狭
の
小
汀
」
と
な
っ
て

い
て
舞
台
が
異
な
る
。
前
者
を
今
の
美
保
関
、
後
者
を
今
の
稲
佐
浜
と
取
る
な
ら
ば
、
島
根
半
島
の
東
と
西
と
の
両
端
に
分
か
れ
る
こ
と

に
な
る
が
、
現
実
の
今
の
地
名
に
当
て
嵌
め
て
判
断
す
べ
き
か
否
か
問
題
が
残
る
点
に
つ
い
て
、
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
谷
口
「
イ
ザ
サ

の
小
浜
と
タ
ギ
シ
の
小
浜
―
葦
原
中
国
平
定
神
話
の
地
名
―
」『
古
代
文
学
』
60
号
、
二
〇
二
一
年
三
月
）。
現
れ
た
時
に
乗
っ
て
い
た
舟

や
来
て
い
た
衣
に
つ
い
て
は
、
語
釈
及
び
補
注
解
説
一
を
参
照
願
い
た
い
。
親
神
を
神
産
巣
日
命
で
は
な
く
、
高
皇
産
霊
尊
と
す
る
理
由

は
良
く
分
か
ら
な
い
。
神
代
下
の
冒
頭
に
こ
の
神
が
皇
祖
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
と
繋
が
り
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
少
彦
名
命
の

親
神
と
し
て
位
置
付
け
る
理
由
と
は
繋
が
り
が
見
ら
れ
な
い
。『
日
本
書
紀
』
の
中
で
高
皇
産
霊
尊
と
神
皇
産
霊
尊
と
が
入
れ
替
わ
る
例

と
し
て
は
、
神
代
下
九
段
に
お
い
て
、
瓊
瓊
杵
尊
の
母
神
と
な
る
女
神
の
親
が
、
正
伝
や
他
の
一
書
で
は
高
皇
産
霊
尊
で
あ
る
の
に
対
し
、

一
書
七
の
み
が
神
皇
産
霊
尊
と
す
る
例
が
あ
る
。

　

正
伝
に
お
い
て
大
国
主
神
・
大
己
貴
神
の
国
作
り
を
描
か
な
い
『
日
本
書
紀
』
の
場
合
は
、
当
然
な
が
ら
こ
の
後
の
葦
原
中
国
平
定
神

話
に
お
け
る
こ
の
神
の
位
置
づ
け
に
も
『
古
事
記
』
と
の
相
違
を
見
て
取
る
必
要
が
あ
る
。
詳
し
く
は
後
の
葦
原
中
国
平
定
神
話
に
お
い

て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
国
作
り
を
描
か
な
い
『
日
本
書
紀
』
に
お
い
て
、
ま
た
は
大
国
主
神
と
い
う
称
号
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い

大
己
貴
神
が
、
地
上
世
界
を
代
表
す
る
神
と
し
て
そ
の
交
渉
に
あ
た
る
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
、
疑
問
で
あ
る
し
、
葦
原
中
国
の
意
味
づ

け
自
体
も
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
八
段
一
書
六
に
み
ら
れ
る
、「
夫
れ
葦
原
中
国
は
、

本
自
荒
芒
び
、
磐
石
・
草
木
に
至
及
る
ま
で
に
咸
能
く
強
暴
か
り
き
。
然
れ
ど
も
吾
已
に
摧
き
伏
せ
、
和
順
と
い
ふ
こ
と
莫
し
」
と
い
う

発
語
が
見
ら
れ
る
が
、
九
段
正
文
に
は
「
彼
の
地
に
、
多
に
蛍
火
な
す
光
る
神
と
蠅
声
な
す
邪
神
と
有
り
。
復
、
草
木
咸
能
く
言
語
有
り
」

と
い
う
天
神
側
の
認
識
と
の
相
違
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
の
か
、『
日
本
書
紀
』
は
『
日
本
書
紀
』
の
文
脈
を
追
っ
て
検
討
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
。�

〔
谷
口
雅
博　

日
本
上
代
文
学
〕


